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令和４年度第２回府中市情報公開・個人情報保護審議会次第 

 

令和５年３月３日（金）午後２時～ 

府中市役所北庁舎３階 第３会議室 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 

(1) 審議事項 

  ア 特定個人情報保護評価書について 

 

 

(2) 報告事項 

  ア 個人情報取扱事務届出の一覧について 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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[平成30年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

住民基本台帳に関する事務

評価書番号

1

府中市は、住民基本台帳事務における特定個人情報ファイルを取扱うにあ
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを理解し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置をもって個人のプライ
バシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを、ここに宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

東京都府中市長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項
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　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
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 ③対象人数

＜選択肢＞

[ 30万人以上 ] 1) 1,000人未満 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 住民基本台帳に関する事務

 ②事務の内容　※

市町村（特別区を含む。）（以下「市町村」という。）が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の
正しい権利を保障するためには、市町村の住民に関する正確な記録が整備されていなければならな
い。

住民基本台帳は、住民基本台帳法（以下「住基法」という。）に基づき、作成されるものであり、市町村に
おける住民の届出に関する制度及びその住民たる地位を記録する各種の台帳に関する制度を一元化
し、もって、住民の利便を増進するとともに行政の近代化に対処するため、住民に関する記録を正確か
つ統一的に行うものであり、市町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住
民に関する事務の処理の基礎となるものである。
また、住基法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム（住基
ネット）を都道府県と共同して構築している。

市町村は、住基法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以
下「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。（別添１を参照）

１　個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成
２　転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の
修正
３　住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置
４　転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元市町村に対する通知
５　本人又は同一の世帯に属する者の請求による住民票の写し等の交付
６　住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知
７　地方公共団体情報システム機構（以下「機構」という。）への本人確認情報の照会
８　住民からの請求に基づく住民票コードの変更
９　個人番号の通知及び個人番号カードの交付
１０　個人番号カード等を用いた本人確認

5) 30万人以上
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[ ○ ] その他 （ 法務省連携システム・カード管理システム・戸籍システム ）

 ②システムの機能

１　住民基本台帳の記載
　　転入、出生、入国、職権等により住民基本台帳に新たに住民を記載(住民票を作成)する機能。

２　住民基本台帳の記載変更
　　住民基本台帳に記載されている事項に変更があったときに、記載内容を修正する機能。

３　住民基本台帳の消除処理
　　転出、死亡、出国、職権等により住民基本台帳から住民に関する記載を消除(住民票を除票)する機
能。

４　住民基本台帳の照会
　　住民基本台帳から該当する住民に関する記載(住民票)を照会する機能。

５　帳票の発行機能
　　住民票の写し、住民票記載事項証明書、転出証明書、住民票コード通知書等の各種帳票を発行する
機能。

６　住民基本台帳の統計機能
　　異動集計表や、人ロ統計用の集計表を作成する機能。

７　住民基本台帳ネットワークシステムとの連携機能
　　機構、県、他自治体と住民基本台帳ネットワークシステムを通じ連携する機能。

８　法務省への通知事項の作成機能
　　外国人住民票の記載等に応じて、市町村通知の作成を行う機能。

９　戸籍システムへの連携
　　住民票の記載等に応じ.戸籍システムへ附票情報等を連携する機能。

１０　送付先情報の通知
　　　委任先である機構において、住民に対して番号通知書類（個人番号通知書、個人番号カード交付
申請書等）を送付するため、住民基本台帳ネットワークシステム（市町村ＣＳ）へ送付先情報を通知する
機能。

１１　個人番号の生成要求・取得
　　個人番号の生成が発生した場合に、市町村ＣＳへ番号生成を要求し、生成された番号を取得する機
能。

１２　個人番号の変更機能要求・取得
　　個人番号の変更が発生した場合に、市町村ＣＳへ番号変更を要求し、生成された番号を取得する機
能。

１３　団体内統合宛名システムとの連携
　他機関からの住民情報の提供依頼に対して、団体内統合宛名システムを通じて情報提供ネットワーク
システムに当該住民情報を提供するためのデータ連携機能。

１４　個人番号カード及び住民基本台帳カードの発行状況確認
　個人番号カード及び住民基本台帳カードの交付状況を確認する機能。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ] 税務システム

] 庁内連携システム

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

 ①システムの名称 既存住民基本台帳システム（以下「既存住基システム」という。）
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] 税務システム

[ ] その他 （ ）

] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称

住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）
※「３．特定個人情報ファイル名」に示す「本人確認情報ファイル」及び「送付先情報ファイル」は、住基
ネットの構成要素のうち、市町村ＣＳにおいて管理がなされているため、以降は、住基ネット内の市町村
ＣＳ部分について記載する。

 ②システムの機能

１　本人確認情報の更新
　　既存住基システムにおいて住民票の記載事項の変更又は新規作成が発生した場合に、当該情報を
基に市町村ＣＳの本人確認情報を更新し、都道府県サーバへ更新情報を送信する。

２　本人確認
　　特例転入処理や住民票の写しの広域交付などを行う際、窓口における本人確認のため、提示された
個人番号カード等を元に住基ネットが保有する本人確認情報に照会を行い、確認結果を画面上に表示
する。

３　個人番号カードを利用した転入（特例転入）
　　個人番号カードの交付を受けている者等の転入が予定される場合に、転出証明書情報を市町村ＣＳ
を通じて受け取り、その者に係る転入の届出を受け付けた際に、個人番号カードを用いて転入処理を行
う（一定期間経過後も転入の届出が行われない場合は、受け取った転出証明書情報を消去する。）。

４　本人確認情報検索
　　統合端末において入力された４情報（氏名、住所、性別、生年月日）の組合せをキーに本人確認情報
の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。

５　機構への情報照会
　　全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は４情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要
求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。

６　本人確認情報整合
　　本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している都道府県知
事保存本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している機構保存本人確認情報ファ
イルと整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認
情報を提供する。

７　送付先情報通知
　　機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交付申請書（以下「交
付申請書」という。）等)を送付するため、既存住基システムから当該市町村の住民基本台帳に記載され
ている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通
知する。

８　個人番号カード管理システムとの情報連携
　　機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに対し、個人番号カードの交付、廃止、回収又は
一時停止解除に係る情報や個人番号カードの返還情報等を連携する。
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] 税務システム

[ ○ ] その他 （ 団体内統合宛名システム ）

] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 システム3

 ①システムの名称 中間サーバ

 ②システムの機能

中間サーバは、情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）、中間サーバコネクタ等の各
システムとデータの受け渡しを行うことで、符号の取得（※１）や各情報保有機関で保有する特定個人情
報の照会と提供等の業務を実現する。
（※１）セキュリティの観点により、特定個人情報の照会と提供の際は「個人番号」を直接利用せず「符
号」を取得して利用する。

１　符号管理機能
　　情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するた
めに利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。

２　情報照会機能
　　情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会および情報提供受領
（照会した情報の受領）を行う機能。

３　情報提供機能
　　情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領および当該特定個人情報（連携対象）
の提供を行う機能。

４　既存システム接続機能
　　中間サーバと既存システム、団体内統合宛名システム及び既存住基システムとの間で情報照会内
容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携するための機
能。

５　情報提供等記録管理機能
　　特定個人情報（連携対象）の照会、または提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機
能。

６　情報提供データベース管理機能
　　特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能。

７　データ送受信機能
　　中間サーバと情報提供ネットワークシステムとの間で情報照会、情報提供、符号取得のための情報
等について連携するための機能。

８　セキュリティ管理機能
　　特定個人情報(連携対象)の暗号化及び復号や、電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与さ
れている署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネットワークシステム(インターフェイス
システム)から受信した情報提供NWS 配信マスター情報を管理する機能。

９　職員認証・権限管理機能
　　中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
（連携対象）へのアクセス制御を行う機能。

10　システム管理機能
　　バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。
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 システム16～20

 システム11～15

 システム6～10

] 税務システム

[ ] その他 （ ）

] 庁内連携システム

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 システム5

 ①システムの名称 ＣＳコネクタ

 ②システムの機能

１　住基ネット連携機能・既存住民基本台帳システムと住基ネット（市町村ＣＳ）との連携を中継する機
能。

２　住基ネット副本ＤＢ管理機能副本ＤＢの登録・更新機能

] 税務システム

[ ○ ] その他 （ 中間サーバ ）

] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

 システム4

 ①システムの名称 団体内統合宛名システム

 ②システムの機能

１　個人番号管理機能
　　個人番号と団体内統合宛名番号を紐付け、個別業務システムから個人を一意に特定できるように
　管理する機能。

２　アクセス制御機能
個人番号利用事務、事務取扱部署及び事務取扱担当者を紐付け、アクセス制御とログ管理を行う機
能。

３　個人番号確認機能
　　個別業務システムからの要求に基づき、本人確認のために必要な情報を確認する機能。

４　中間サーバー連携機能
　　情報連携で必要なデータを個別業務システムから受け取り、中間サーバーへ連携する機能。
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 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

１　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）
（平成２５年５月３１日法律第２７号）
　(1)　第７条（指定及び通知）
　(2)　第１６条（本人確認の措置）
　(3)　第１７条（個人番号カードの交付等）

２　住民基本台帳法（住基法）（昭和４２年７月２５日法律第８１号）
（平成２５年５月３１日法律第２８号施行時点）
　(1)　第５条（住民基本台帳の備付け）
　(2)　第６条（住民基本台帳の作成）
　(3)　第７条（住民票の記載事項）
　(4)　第８条（住民票の記載等）
　(5)　第１２条（本人等の請求に係る住民票の写し等の交付）
　(6)　第１２条の４（本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例）
　(7)　第１４条（住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置）
　(8)　第２２条（転入届）
　(9)　第２４条の２（個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例）
　(10)　第３０条の６（市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等）
　(11)　第３０条の１０（通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供）
　(12)　第３０条の１２（通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報
の提供）

 ３．特定個人情報ファイル名

（１）住民基本台帳ファイル
（２）本人確認情報ファイル
（３）送付先情報ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性

市町村では、以下の３ファイルを下記に記載の通りの必要性から取り扱う。
１　住民基本台帳ファイル
　　住民に関する事務処理の基礎とするとともに、住民に関する記録の適正な管理を図り、住民に関す
る記録を正確かつ統一的に行うため、次の用途に用いられる。
　(1)　住基法に定める住民基本台帳の正確な記録及び記録の管理等を行う。
　(2)　庁内の他システムへ住民基本台帳情報を連携する。
　(3)　本人確認のため、申請書または届出書の記載内容と住民基本台帳情報を照合する。
　(4)　住民票の写し等の証明書を発行する。
　(5)　番号法に定める個人番号とすべき番号の生成要求及び個人番号の指定を行う。

２  本人確認情報ファイル
　　本人確認情報ファイルは、転出入があった場合等にスムーズな住民情報の処理を行うため、また全
国的な本人確認手段として、１つの市町村内にとどまらず、全地方公共団体で、本人確認情報を正確か
つ統一的に記録・管理することを目的として、以下の用途に用いられる。

　(1)　住基ネットを用いて市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、
　　　　区域内の住民に係る最新の本人確認情報を管理する。
　(2)　都道府県に対し、本人確認情報の更新情報を通知する。
　(3)　申請・届出の際に提示された個人番号カード等を用いた本人確認を行う。
　(4)　個人番号カードを利用した転入手続きを行う。
　(5)　住民基本台帳に関する事務において、本人確認情報を検索する。
　(6)　都道府県知事保存本人確認情報及び機構保存本人確認情報との整合性を確認する。"

３　送付先情報ファイル
　　市町村長が個人番号を指定した際は個人番号通知書の形式にて付番対象者に個人番号を通知す
るものとされている（番号法第７条第１項及び個人番号カード省令第７条）。個人番号通知書による番号
の通知及び個人番号カード交付申請書の送付については、個人番号カード省令第２３条の２（個人番号
通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務）に基づいて機構が行うこととされていうことか
ら、機構に個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供する。

 ②実現が期待されるメリット

住民票の写し等に代えて本人確認情報を利用することにより、これまでに窓口で提出が求められていた
行政機関が発行する添付書類（住民票の写し等）の省略が図られ、もって国民・住民の負担軽減（各機
関を訪問し、証明書等を入手する金銭的、時間的コストの節約）につながることが見込まれる。
また、個人番号カードによる本人確認、個人番号の真正性確認が可能となり、行政事務の効率化に資
することが期待される。
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 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 市民部総合窓口課

 ②所属長 総合窓口課長

 ８．他の評価実施機関

1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ②法令上の根拠

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「住民票関係情報」が含まれ
る項（１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２３、２７、３０、３１、３４、３５、３７、３８、３９、４０、４２、４
８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６６、６７、７０、７４、７７、８０、８４、８５の２、８９、９１、９２、９４、９
６、９７、１０１、１０２、１０３、１０５、１０６、１０７、１０８、１１１、１１２、１１３、１１４、１１６、１１７、１２０の項）

（別表第二における情報照会の根拠）
なし
（住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会は行わない）

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ]
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 （別添1） 事務の内容
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（備考）

１．住民基本台帳・本人確認情報の更新に関する事務
　1-①.住民より転入、転出、転居、出生、死亡等の届出等を受け付ける。
　1-②.市町村の住民基本台帳（既存住基システム）を更新する。
　1-③.市町村の住民基本台帳にて更新された住民情報を基に、市町村ＣＳの本人確認情報を更新する。
　1-④.市町村ＣＳにて更新された本人確認情報を当該都道府県の都道府県サーバに通知すると同時に
　　　　既存住基システムから転入処理完了後に受け渡される転入通知情報を転出地市町村へ送信する。
　1-⑤.市町村の住民基本台帳にて更新された住民情報について、団体内統合宛名システムを通じて中間サーバの住民票情報を更新
する。

２．本人確認に関する事務
　2-①.住民より、住民票の写しの交付申請等、本人確認が必要となる申請を受け付ける。
　2-②,③.統合端末において、住民から提示された個人番号カードに記録された住民票コード（又は法令で定めた書類に
　　　 記載された４情報）を送信し、市町村ＣＳを通じて、全国サーバに対して本人確認を行う。
　2-④.全国サーバより、市町村ＣＳを通じて、本人確認結果を受領する。

３．個人番号カードを利用した転入（特例転入）
　3-①.市町村ＣＳにおいて転出地市町村より転出証明書情報を受信する。
　3-②.既存住基システムにおいて、市町村ＣＳから転出証明書情報を受信する。.
　3-③.転入手続を行う住民から提示された個人番号カードを利用して本人確認（「２．本人確認」を参照）を行う。
　※転出証明書情報に記載の転出の予定年月日から３０日後までに転入手続が行われない場合には、当該転出証明書情報を消去す
る。
　※3-③の転入手続時に転出証明書情報を受信していない場合又は消去している場合には、統合端末から、市町村ＣＳを経由して転
出地市町村に
　　対し転出証明書情報の送信依頼を行い（※特定個人情報を含まない）、その後、3-①・②を行う。
　3-④.既存住基システムにおいて、転入処理を行う。
　3-⑤.市町村ＣＳより、既存住基システムから転入処理完了後に受け渡される転入通知情報を
　　　 転出地市町村へ送信すると同時に、都道府県サーバへ本人確認情報の更新情報を送信する。
　3-⑥.転入処理完了後、個人番号カードの継続利用処理を行い、個人番号カード管理システムに対し、
　　　 個人番号カード管理情報の更新要求を行う。

４．本人確認情報検索に関する事務
　4-①.４情報の組み合わせをキーワードとして、市町村ＣＳの本人確認情報を検索する。
　※検索対象者が自都道府県の住所地市町村以外の場合は都道府県サーバ、他都道府県の場合は全国サーバに対して
　　それぞれ検索の要求を行う。

５．機構への情報照会に係る事務
　5-①.機構に対し、個人番号又は４情報等をキーワードとした本人確認情報の照会を行う。
　5-②.機構より、当該個人の本人確認情報を受領する。

６．本人確認情報整合に係る事務
　6-①.市町村ＣＳより、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用の本人確認情報を送付する。
　6-②.都道府県サーバ及び住基全国サーバにおいて、市町村ＣＳより受領した整合性確認用の本人確認情報を用いて
　　　 保有する本人確認情報の整合性確認を行う。
　6-③.都道府県サーバ及び全国サーバより、市町村ＣＳに対して整合性確認結果を通知する。

７．送付先情報通知に関する事務
　7-①.既存住基システムより、当該市町村における個人番号カードの交付対象者の送付先情報を抽出する。
　7-②.個人番号カード管理システムに対し、送付先情報を通知する。

８．個人番号カード管理システムとの情報連携
　8-①.個人番号カード管理システムに対し、個人番号カードの交付、廃止、回収又は一時停止解除に係る情報や
　　　 個人番号カードの返還情報等を連携する。

９．外国人住民に対する法務省通知、市町村通知に関する事務
　9-①．法務省情報連携端末より法務省通知を受信する。
　9-②．法務省通知を住基ネット連携システムを通じて既存住基システムへ取り込み、外国人住民の情報を更新する。
　9-③．既存住基システムより外国人住民に関する市町村通知を作成し、住基ネット連携システムを通じ出力する。
　9-④．法務省情報連携端末より市町村通知を送信する。

１０．情報提供用個人識別符号の取得に関する事務
　10-①．中間サーバにより生成された、処理通番と個人番号のペアのデータを団体内統合宛名システムを経由して送信する。
　10-②．既存住基システムより、処理通番と個人番号のペアのデータを作成し、住基ネット連携システムを通じて市町村CSに対し
　　　　　　情報提供用個人識別符号の取得要求を行う。
　10-③．機構に対し、情報提供用個人識別符号の取得要求を行い、情報提供ネットワークコアシステム内で
　　　　　　情報提供用個人識別符号を生成する。
　10-④．中間サーバに対し、情報提供用個人識別符号を通知する。
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 ⑥事務担当部署 市民部総合窓口課・市民協働推進部地域コミュニティ課

 その妥当性

１　識別情報：対象者を正確に特定するために保有
２　連絡先等情報：住民票記載項目管理のために保有
３　業務関係情報
住基法その他の住民基本台帳法令に基づき、住民に関する事務処理の基礎とするとともに、住民に関
する記録の適正な管理を図り、住民に関する記録を正確かつ統一的に行うために保有
４　住基法第７条（住民票の記載事項）にて定められている。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成２７年６月

[ ○ ] その他 （ 戸籍に関する事項・外国人住民に関する登録事項 ）

[ ○ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ○ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ○ ] 医療保険関係情報 [ ○ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
住基ネットを通じて住所異動に伴い住民登録を行うため、本特定個人情報ファイル（住民基本台帳ファイ
ル）において区域内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正
確に更新・管理・提供する必要があるため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 50項目以上100項目未満 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

住民基本台帳ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※

区域内の住民（住基法第５条（住民基本台帳の備付け）に基づき住民基本台帳に記録された住民を指
す）
※住民基本台帳に記録されていた者で、転出等の事由により住民票が消除（死亡による消除を除く。）さ
れた者（以下「消除者」という。）を含む

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
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2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

市民部総合窓口課・市民協働推進部地域コミュニティ課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 50人以上100人未満 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示 住基法第７条（住民票の記載事項）において明示されている。

 ⑥使用目的　※

市町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他の住民に関する事務の処理の
基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、合わせて住民に関する記録の適正な
管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行い、住民の利便性を増進するとともに国及
び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
また、住基ネットを通じて住所異動に伴い住民登録を行うため、本特定個人情報ファイル（住民基本台帳
ファイル）において区域内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常
に正確に更新・管理・提供する必要があるため。

 変更の妥当性 -

住民基本台帳ネットワーク ）

 ③入手の時期・頻度
転入・転居・入国等の住民異動届出や、出生、国籍取得等の戸籍届出の申請及び通知を受理した都
度。

 ④入手に係る妥当性
法令に基づき住民に関する記録を正確に行う上で、住民に関する情報に変更があった又は新規作成さ
れた際は、住民からの申請等を受け、住民基本台帳ファイルに記録する必要があるため。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 市町村 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

（ ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 地方公共団体情報システム機構 ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 住民基本台帳ネットワーク ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[
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該当なし。

 ⑨使用開始日 平成27年6月1日

 ⑧使用方法　※

１　住民に関する記録の適正な管理
　　住民の正確な記録を保管し、居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他の住民に関する事務の
処理の基礎として使用する。
２　住民票の記載の修正
　　届出や職権等に基づき、住民票の記載及び記載事項の修正等を行う。
３　本人確認・個人番号の真正性の確認
　　申請者等の本人確認、又は個人番号の真正性確認のため、氏名、生年月日、住所、住民票コード、
個人番号等で検索し、住民票情報を照会する。
４　住民票の写し等の発行
　　住民基本台帳ファイルを基に住民に係る住民票の写し等を発行する。
５　府中市CSへの情報連携
　　住民票の記載及び記載事項の修正等を行った場合、本人確認情報を府中市CSに送信する。送付先
情報の基となる情報を提供する。
６　関連所管への情報の連携
　　番号法で定められた事務に対し、庁内連携システムにより住民票関係情報を関係課に提供する。
７　関連機関への情報の連携
　　地方公共団体情報システム機構、東京都、他市区町村間での情報連携・通知に使用する。
８　住民票関係情報の提供
　　番号法別表第二に基づき、情報提供ネットワークシステムを利用して、住民票関係情報を提供する。

 情報の突合　※

・住民基本台帳ファイルを更新する際に、受領した住民基本台帳に関する更新データと住民基本台帳
ファイルを、住民票コードをもとに突合する。
・住民票の記載事項に関する届出は、住民票コードもしくは４情報等（氏名、住所、性別、生年月日）から
と突合する。
・個人番号カードを用いて本人確認を行う際に、提示を受けた個人番号カードと住民基本台帳ファイル
を、個人番号をもとに突合する。
・機構で新たに個人番号が生成された場合は、個人番号の要求時に提供を行っている住民票コードと突
合を行う。

 情報の統計分析
※

個人番号を用いた統計は行わず、人口統計等の各種統計処理のみを行う。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※
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 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 府中市情報公開条例に基づき事務委託の有無について回答

 ⑥委託先名 株式会社綜合キャリアオプション

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[ ○

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [

 その妥当性
既存住基システムでは「２．③対象となる本人の範囲」の者から、申請及び届出があるため、取扱いを委
託する本人の範囲も同範囲とする必要がある。

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容 住民基本台帳に係る届出・申請に伴う各種処理の実行や住民票の写し等の発行。

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ 3 ）　件

 委託事項1 住民記録システムのオペレーション業務委託

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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 ⑤委託先名の確認方法 府中市情報公開条例に基づき事務委託の有無について回答

[ ○ ] その他 （ サーバ室内でシステムの直接操作 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 その妥当性
既存住基システムでは「２．③対象となる本人の範囲」の者の住民基本台帳情報を保有しているため、
取扱いを委託する本人の範囲も同範囲とする必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項

 委託事項3 住基ネットコミュニケーションサーバの運用保守委託

 ①委託内容 住基ネットコミュニケーションサーバの運用保守

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 府中市情報公開条例に基づき事務委託の有無について回答

 ⑥委託先名 株式会社　ジーシーシー

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ サーバ室内での直接操作 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 その妥当性
既存住基システムでは「２．③対象となる本人の範囲」の者の住民基本台帳情報を保有しているため、
取扱いを委託する本人の範囲も同範囲とする必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項2～5

 委託事項2 住民記録システムの運用保守委託

 ①委託内容 住民記録システムの運用保守
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑥委託先名 日本電気株式会社（NEC）

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない
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 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供依頼のあった都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 番号法別表第２に定める各事務

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」と同上。

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号別表第２

[ ○ ] 移転を行っている （ 17 ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 59 ） 件

[ ] 行っていない

 提供先1 番号法第１９条第８号別表第２に定める情報照会者（別紙１参照）
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 ⑦時期・頻度 随時照会

] 紙

[ ○ ] その他 （ 庁内連携システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 別表第一の主務省令で定める事務

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」と同上。

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先2～5

 提供先2 教育委員会　教育部　教育総務課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第１項別表第１項目５・５７
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 ⑦時期・頻度 随時照会

] 紙

[ ○ ] その他 （ 庁内連携システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 別表第一の主務省令で定める事務

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」と同上。

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 随時照会

 提供先4 教育委員会　教育部　学務保健課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第１項別表第１項目2７

] 紙

[ ○ ] その他 （ 庁内連携システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 別表第一の主務省令で定める事務

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」と同上。

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 提供先3 教育委員会　教育部　指導室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第１項別表第１項目２６・５６・５７
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ○ ] その他 （ 別紙２移転先一覧参照 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

別紙２移転先一覧参照

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報 別紙２移転先一覧参照

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先1 移転先１～１７については別紙２移転先一覧参照

 ①法令上の根拠 別紙２移転先一覧参照

 提供先16～20

 提供先11～15

 ⑦時期・頻度 随時照会

 提供先6～10

] 紙

[ ○ ] その他 （ 庁内連携システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 別表第一の主務省令で定める事務

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」と同上。

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 提供先5 農業委員会事務局

 ①法令上の根拠 番号法第９条第１項別表第１項目77
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 ７．備考

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
・住民票の記載の修正後の本人確認情報は、新たに記載の修正の通知を受けるまで保管する。
・住民票の記載の修正前の本人確認情報（履歴情報）及び消除者の本人確認情報は、住民基本台帳法
施行令第３４条第２項（保存）に定める期間（１５０年間）保管する。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※
システムファイルに関しては、入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。サーバへ
のアクセスはＩＤ・パスワードによる認証が必要となる。紙媒体ファイル（住民異動届・転出証明書等）は
入退室管理を行う書庫に保管する。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法
住民基本台帳ファイルに記録されたデータをシステムにて自動判別し消去する。紙媒体ファイルに関し
ては保存期間経過後裁断処分。（３年間）
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 ⑥事務担当部署 市民部総合窓口課

 その妥当性
・個人番号、４情報、その他住民票関係情報
　住基ネットを通じて本人確認を行うために必要な情報として、住民票の記載等に係る本人確認情報（個
人番号、４情報、住民票コード及びこれらの変更情報）を記録する必要があるため。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成２７年６月

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性
住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行うため、本特定個人情報ファイル（本人確認情報ファイル）
において区域内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正確に
更新・管理・提供する必要があるため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 10項目以上50項目未満 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

本人確認情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※

区域内の住民（住基法第５条（住民基本台帳の備付け）に基づき住民基本台帳に記録された住民を指
す）
※住民基本台帳に記録されていた者で、転出等の事由により住民票が消除（死亡による消除を除く。）さ
れた者（以下「消除者」という。）を含む

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
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該当なし。

 ⑨使用開始日 平成27年6月1日

 ⑧使用方法　※

・住民票の記載事項の変更又は新規作成が生じた場合、既存住基システムから当該本人確認情報の更
新情報を受領し(既存住基システム→市町村ＣＳ）、受領した情報を元に本人確認情報ファイルを更新し、
当該本人確認情報の更新情報を都道府県知事に通知する（市町村ＣＳ→都道府県サーバ)。
・住民から提示された個人番号カードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検
索し、画面に表示された本人確認情報と申請・届出書等の記載内容を照合し確認することで本人確認を
行う（個人番号カード→市町村ＣＳ）。
・４情報（氏名、住所、性別、生年月日）の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。
・本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事保存本人確認情報ファイル（都道府県サーバ）及び機構
保存本人確認情報ファイル（全国サーバ）と整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国
サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する（市町村ＣＳ→都道府県サーバ・全国サーバ）。

 情報の突合　※

・本人確認情報ファイルを更新する際に、受領した本人確認情報に関する更新データと本人確認情報
ファイルを、住民票コードを基に突合する。
・個人番号カードを用いて本人確認を行う際に、提示を受けた個人番号カードと本人確認情報ファイル
を、住民票コードを基に突合する。

 情報の統計分析
※

個人に着目した分析・統計は行わず、本人確認情報の更新件数の集計等、事務処理実績の確認のため
の統計のみ行う。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

市民部総合窓口課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 50人以上100人未満 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示
市町村ＣＳが既存住基システムより本人確認情報を入手することについて、住基法第３０条の６（市町村
長から都道府県知事への本人確認情報の通知等）及び平成１４年６月１０日総務省告示第３３４号（第６
－７（市町村長から都道府県知事への通知及び記録）に記載されている。

 ⑥使用目的　※
住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行うため、本特定個人情報ファイル（本人確認情報ファイル）
において区域内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正確に
更新・管理・提供する。

 変更の妥当性 -

既存住基システム ）

 ③入手の時期・頻度
住民基本台帳の記載事項において、本人確認情報に係る変更又は新規作成が発生した都度入手する。
開庁日の日次処理により、当日分の本人確認情報の変更分等を区市町村のＣＳサーバを通じて、自動
的に入手する仕組みになっている。

 ④入手に係る妥当性
法令に基づき住民に関する記録を正確に行ううえで、住民に関する情報に変更があった又は新規作成さ
れた際は、住民からの申請等を受け、まず既存住基システムで情報を管理したうえで、全国的なシステ
ムである住基ネットに格納する必要があるため。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 自部署 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 府中市情報公開条例に基づき事務委託の有無について回答

 ⑥委託先名 日本電気株式会社（NEC）

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

] 紙

[ ○ ] その他 （ サーバ室内でのシステムの直接操作 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 その妥当性
既存住基システムでは「２．③対象となる本人の範囲」の者の住民基本台帳情報を保有しているため、
取扱いを委託する本人の範囲も同範囲とする必要がある。

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容 住基ネットコミュニケーションサーバの運用保守

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ 1 ）　件

 委託事項1 住基ネットコミュニケーションサーバの運用保守委託

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度 必要に応じて随時（１年に１回程度）。

] 紙

[ ○ ] その他 （ 住民基本台帳ネットワーク ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
住民基本台帳の正確な記録を確保するために、本人確認情報ファイルの記載内容（当該提供情報）と都
道府県知事保存本人確認情報ファイル及び機構保存本人確認情報ファイルの記載内容が整合すること
を確認する。

 ③提供する情報 住民票コード、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 住民基本台帳の記載事項において、本人確認情報に係る変更又は新規作成が発生した都度、随時。

 提供先2～5

 提供先2 都道府県及び地方公共団体情報システム機構（以下、「機構」とする）

 ①法令上の根拠 住基法第１４条（住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置）

] 紙

[ ○ ] その他 （ 住民基本台帳ネットワーク ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
・市町村より受領した住民の本人確認情報の変更情報（当該提供情報）を基に都道府県知事保存本人
確認情報ファイルの当該住民に係る情報を更新し、機構に通知する。
・住基法に基づいて、本人確認情報の提供及び利用等を行う。

 ③提供する情報 住民票コード、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ①法令上の根拠 住基法第３０条の６（市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等）

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 2 ） 件

[ ] 行っていない

 提供先1 都道府県
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 ７．備考

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
・住民票の記載の修正後の本人確認情報は、新たに記載の修正の通知を受けるまで保管する。
・住民票の記載の修正前の本人確認情報（履歴情報）及び消除者の本人確認情報は、住民基本台帳法
施行令第３４条第２項（保存）に定める期間（１５０年間）保管する。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※
入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。
サーバへのアクセスはＩＤ・パスワードによる認証が必要となる。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法 本人確認情報ファイルに記録されたデータをシステムにて自動判別し消去する。

 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠
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 ⑥事務担当部署 市民部総合窓口課

 その妥当性

・個人番号、４情報、その他住民票関係情報
：個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。

・その他（個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報）
：機構に対し、個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理
する事務）に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を機構
が行うために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に
係る情報を記録する必要がある。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成２７年１０月

[ ○ ] その他 （ 通知カード及び交付申請書の送付先の情報 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性

番号法第７条第１項（指定及び通知）及び個人番号カード省令第７条（個人番号の通知）に基づき、個人
番号通知書を個人番号の付番対象者に送付する必要がある。
また、通知カード所有者にあっては、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされてい
ることから、合わせて、交付申請書を通知カード送付者全員に送付する必要がある。
機構は、個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する
事務）に基づき、これらの事務を実施する。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 50項目以上100項目未満 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

送付先情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※
区域内の住民（住基法第５条（住民基本台帳の備付け）に基づき住民基本台帳に記録された住民を指
す）

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
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該当なし。

 ⑨使用開始日 平成27年10月5日

 ⑧使用方法　※

・既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の
印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知書及び個人番号カードに関
し機構が処理する事務）に基づいて行う機構に対し提供する（既存住基システム→市町村ＣＳ又は電子
記録媒体→個人番号カード管理システム（機構））。

 情報の突合　※
入手した送付先情報に含まれる４情報等の変更の有無を確認する（最新の４情報等であることを確認す
る）ため、機構（全国サーバ）が保有する「機構保存本人確認情報」との情報の突合を行う。

 情報の統計分析
※

送付先情報ファイルに記録される個人情報を用いた統計分析は行わない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

市民部総合窓口課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満

 ⑤本人への明示 個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務）

 ⑥使用目的　※
個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務）に
基づき、通知カード及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人
番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。

 変更の妥当性 ―

既存住基システム ）

 ③入手の時期・頻度 個人番号通知書に係る送付先情報は，新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する。

 ④入手に係る妥当性
送付先情報の提供手段として住基ネットを用いるため、市町村ＣＳにデータを格納する必要がある。
また、提供手段として電子記録媒体を用いる場合には、暗号化の機能を備える市町村ＣＳにおいて電子
記録媒体を暗号化した後に提供する必要がある。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 自部署 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

 委託事項6～10

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 府中市情報公開条例に基づき事務委託の有無について回答

 ⑥委託先名 日本電気株式会社（NEC）

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

] 紙

[ ○ ] その他 （ サーバ室内でのシステムの直接操作 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

 その妥当性 システムで管理される全対象が範囲とされるため。

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満

 ①委託内容 住基ネットコミュニケーションサーバの運用保守

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ 1 ）　件

 委託事項1 住基ネットコミュニケーションサーバの運用保守委託

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

 ⑦時期・頻度 個人番号通知書に係る送付先情報は，新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する。

 提供先2～5

] 紙

[ ○ ] その他 （ 住民基本台帳ネットワーク ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同上。

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途
個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務）に
基づき、個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」と同上。

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ①法令上の根拠 個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務）

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

[ ] 行っていない

 提供先1 地方公共団体情報システム機構（機構）
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 ７．備考

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
送付先情報は機構への提供のみに用いられ、また、送付後の変更は行わないことから、セキュリティ
上、速やかに削除することが望ましいため。

2） 1年 3） 2年

[ 1年未満 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※
入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。
サーバへのアクセスはＩＤ・パスワードによる認証が必要となる。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法
保存期間が到来した送付先情報は、機構より指定された方法により、システム上、一括して消去する仕
組みとする。
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

（１）住民基本台帳ファイル
１．世帯番号、２．世帯主カナ氏名、３．世帯主漢字氏名、４．行政区コード、５．現住所郵便番号、６．現住所自治体コード、７．現住所町
字コード、８．現住所、９．現住所方書コード、１０．現住所方書、１１．異動事由、１２．宛名番号、１３．除票区分、１４．住民異動日、１５．
住民届出日、１６．住定異動日、１７．住定異動事由、１８．住定届出日、１９．住定届出事由、２０．カナ氏名、２１．漢字氏名、２２．性別
コード、２３．生年月日、２４．続柄コード、２５．本籍自治体コード、２６．本籍郵便番号、２７．本籍、２８．筆頭者漢字、２９．旧姓漢字、３
０．住民票コード、３１．前住所自治体コード、３２．前住所郵便番号、３３．前住所、３４．前住所方書、３５．前住所世帯主漢字、３６．転
出予定地自治体コード、３７．転出予定地郵便番号、３８．転出予定地、３９．転出予定地方書、４０．転出予定地世帯主漢字、４１．転出
確定地自治体コード、４２．転出確定地郵便番号、４３．転出確定地、４４．転出確定地方書、４５．転出確定地世帯主漢字、４６．最終住
民登録地自治体コード、４７．最終住民登録地郵便番号、４８．最終住民登録地、４９．最終住民登録地方書、５０．最終住民登録地世帯
主漢字、５１．未届期間開始、５２．未届期間終了、５３．付記事項（備考）、５４．除票異動日、５５．除票届出日、５６．除票異動事由、５
７．除票届出事由、５８．外国人本名カナ、５９．外国人本名漢字、６０．外国人通称カナ、６１．外国人通称漢字、６２．外国人併記名漢
字、６３．外国人併記名カナ、６４．国籍コード、６５．国籍漢字、６６．在留カード等番号、６７．在留資格コード、６８．在留資格漢字、６９．
第３０条の４５に規定する区分、７０．在留期間、７１．在留期限満了日、７２．外国人生年月日、７３．外国人住民異動日、７４．外国人住
民届出日、７５．外国人住定異動日、７６．外国人住定異動事由、７７．外国人住定届出日、７８．外国人住定異動事由、７９．居住地届
出フラグ、８０．通称履歴、８１．個人番号、８２．カナ旧氏、８３．旧氏

（２）本人確認情報ファイル
１．住民票コード、２．漢字氏名、３．外字数（氏名）、４．ふりがな氏名　、５．清音化かな氏名、６．生年月日、７．性別、８．市町村コード、
９．大字・字コード、１０．郵便番号、１１．住所、１２．外字数（住所）、１３．個人番号、１４．住民となった日、１５．住所を定めた日、１６．届
出の年月日、１７．市町村コード（転入前）、１８．転入前住所、１９．外字数（転入前住所）、２０．続柄、２１．異動事由、２２．異動年月日、
２３．異動事由詳細、２４．旧住民票コード、２５．住民票コード使用年月日、２６．依頼管理番号、２７．操作者ＩＤ、２８．操作端末ＩＤ、２９．
更新順番号、３０．異常時更新順番号、３１．更新禁止フラグ、３２．予定者フラグ、３３．排他フラグ、３４．外字フラグ、３５．レコード状況
フラグ、３６．タイムスタンプ、３７．カナ旧氏、３８．旧氏

（３）送付先情報ファイル
１．送付先管理番号、２．送付先郵便番号、３．送付先住所　漢字項目長、４．送付先住所　漢字、５．送付先住所　漢字　外字数、６．送
付先氏名　漢字項目長、７．送付先氏名　漢字、８．送付先氏名　漢字　外字数、９．市町村コード、１０．市町村名　項目長、１１．市町村
名、１２．市町村郵便番号、１３．市町村住所　項目長、１４．市町村住所、１５．市町村住所　外字数、１６．交付場所名　項目長、１７．交
付場所名、１８．交付場所名　外字数、１９．交付場所住所　項目長、２０．交付場所住所、２１．交付場所住所　外字数、２２．交付場所
電話番号、２３．カード送付場所名　項目長、２４．カード送付場所名、２５．カード送付場所名　外字数、２６．カード送付場所郵便番号、
２７．カード送付場所住所　項目長、２８．カード送付場所住所、２９．カード送付場所住所　外字数、３０．カード送付場所電話番号、３１．
対象となる人数、３２．処理年月日、３３．操作者ＩＤ、３４．操作端末ＩＤ、３５．印刷区分、３６．住民票コード、３７．氏名　漢字項目長、３
８．氏名　漢字、３９．氏名　漢字　外字数、４０．氏名　かな項目長、４１．氏名　かな、４２．郵便番号、４３．住所　項目長、４４．住所、４
５．住所　外字数、４６．生年月日、４７．性別、４８．個人番号、４９．第３０条の４５に規定する区分、５０．在留期間の満了の日、５１．代
替文字変換結果、５２．代替文字氏名　項目長、５３．代替文字氏名、５４．代替文字住所　項目長、５５．代替文字住所、５６．代替文字
氏名位置情報、５７．代替文字住所位置情報、５８．外字フラグ、５９．外字パターン、６０．カナ旧氏、６１．旧氏
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・システムを利用する必要がある職員を予め特定し、ユーザーIDによる識別とパスワードによる認証を実
施している。また、当該情報に接続可能なシステム及び端末を予め登録し、許可された機器に限定して
入手可能とすることで、対象外の機器からの入手が行われないようにしている。
・共通基盤からの各種情報の入手については、入退室管理を実施しているデータセンター内のサーバ間
通信に限定することで、詐取・奪取が行われないようにしている。

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・届出・申請等の様式の上部に各届出/申請書の題名を明示し、届出・申請等を行う者が使用目的を認
識できるようにしている。
・届出・申請の記載誤りがないよう市ホームページに記載例等を掲載し、窓口の記載台にも記載例を掲
示するとともに、記載台付近に窓口案内の職員を配備し、届出・申請等記載の支援をすることで届出人
の必要以上な情報の記載を防ぐ。
・システムの認証、制御を適切に管理し、認証・操作ログを記録する。
・住民基本台帳ネットワークを通じての情報照会は住民基本台帳事務におけるものと限られており職員
に周知・徹底している。
・届出書の記載内容に則した入力画面で、必要な情報以外は入力できないようにしている。
・共通基盤からの各種照会情報の入手については、予め定められたインターフェースに基づいて情報を
取得する仕組みである。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

住民基本台帳ファイル

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・届出・申請等の窓口において届出・申請内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行うた
めの事務マニュアルの作成等、対象者以外の情報の入手の防止に努める。
・届出・申請の記載誤りがないよう市ホームページに記載例等を掲載し、窓口の記載台にも記載例を掲
示するとともに、記載台付近に窓口案内の職員を配備し、届出/申請等記載の支援をすることで届出人
の必要以上な情報の記載を防ぐ。
・届出等による処理時は職員１名で処理はせず、複数人で対象者の確認を行う。
・個人情報の取扱いに関しては、「府中市個人情報の保護に関する条例」「府中市個人情報の保護に関
する条例施行規則」に準じて業務を行うよう職員の指導を行っている。
・住民基本台帳ネットワークを通じての情報照会は住民基本台帳事務におけるものと限られており職員
に周知・徹底している。
・共通基盤からの各種照会情報の入手については、操作ログを取得し追跡可能な形式で管理しており、
対象者以外の情報の入手を抑止するとともに、監査証跡に使用できる仕組みである。

2） 十分である
3） 課題が残されている
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2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・届出書・申請書は鍵のかかる保管庫に施錠保管しており、鍵も管理簿を作成し保管庫への入退出管
理をしている。
・ディスプレイを離れる場合は、長時間にわたり本人確認情報を表示させないよう、画面を初期化し、シ
ステムのログオフを実施してからの離席を徹底している。
・ディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く、またはのぞき見防止フィルター（偏光フィルタ）を設置
し、特定方向からしか見えないようにする。
・個人情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要な範囲にとどめる。
・届出・申請等の窓口において、届出/申請等を行う者が記載した届出・申請書等は、窓口から離席する
際は携行するなど、職員の管理下に置くことを徹底している。
・共通基盤からの各種情報照会の入手については、データセンター内のサーバ間通信に限定すること
で、外部と直接接続できないようにしており、漏洩・紛失を防止している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・届出・申請時において、住基法第27条、「府中市住民異動の届出に係る来庁者の本人確認等事務処
理要綱」及び「府中市各種証明書の請求者に対する本人確認に関する要綱」に基づき本人確認のうえ
受理することとしている。
・窓口において、対面で身分証明書（個人番号カード等）の提示を受け、本人確認を行う。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。
・出生等により新たに個人番号が指定される場合や，転入の際に個人番号カード（通知カード所持者に
あっては，通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ）の提示がない場合には，市町
村ＣＳにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

住民票情報の入力、削除及び訂正を行う際には、整合性を確保するために、入力、削除及び訂正を
行った者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及び訂正した内容を確認する。
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 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

・統合端末は、生体認証により操作者認証を行う。「府中市住民基本台帳ネットワークにおける照合情報
認証運用基準」に基づき運用を行い、照合IDの管理簿を作成し、操作者権限の貸与の状況を記録し管
理している。なお、生体認証が不可能な場合は、申請に基づきユーザーIDとパスワードを用いた認証を
行う。
・操作権限について変更・削除する必要が発生した場合は、すみやかに操作者権限の変更・削除を行
う。
・ユーザID・PWに有効期限を設定し、期限到来時に自動的に失効するようにしている。
・ユーザIDによる識別とパスワードによる認証を実施している。また認証後は認可機能により、そのユー
ザが利用できる機能を制限することで、不正利用が行えない対策を行っている。
・システム管理機能により、登録・許可されていない端末からはシステムを利用できないよう制御してい
る。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 宛名システム等における措置
の内容

・既存住基システムと住基ネット市町村ＣＳ間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付け
は行わない。
・統合宛名システムの権限管理機能により、番号利用業務以外の部門や利用権限が付与されていない
職員が個人番号を参照できないようにアクセス制御を行っている。
・業務システムには、当該事務に関係のない情報を保有しない。
・業務システムに対して不要なアクセスができないよう、管理権限機能によりアクセス制御を行っている。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・既存住基システムと住基ネット市町村ＣＳ間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付け
は行わない。
・統合宛名システムの権限管理機能により、番号利用業務以外の部門や利用権限が付与されていない
職員が個人番号を参照できないようにアクセス制御を行っている。
・業務システムには、当該事務に関係のない情報を保有しない。
・業務システムに対して不要なアクセスができないよう、管理権限機能によりアクセス制御を行っている。
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

※その他、特定個人情報の使用にあたり、次の措置を講じる。
・ディスプレイを離れる場合は、長時間にわたり本人確認情報を表示させないよう、画面を初期化し、システムのログオフを実施してから
の離席を徹底している。
・ディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く、またはのぞき見防止フィルター（偏光フィルタ）を設置し、特定方向からしか見えない
ようにする。
・個人情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲にとどめる。
・届出・申請等の窓口において、届出・申請等を行う者が記載した届出・申請書等は、窓口から離席する際は携行するなど、職員の管理
下に置くことを徹底している。
・運用管理は、「府中市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策基準」に則って適正に行われている。

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・職員に対しては、データ保護・情報セキュリティに関する研修を実施する。
・違反行為を行った者は、法の罰則規程により措置を講じる。
・システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。
・データの抽出処理においては、個人番号は出力されないようにする。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 リスクに対する措置の内容

・システムの操作履歴（操作ログ）を記録する。
・担当者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。
・全職員を対象とした情報セキュリティ研修を定期的に実施する。
・システムの操作履歴を記録することで、事務外の利用をした場合には特定可能であることを職員に周
知し、不正な利用を抑止する。
・違反行為を行った者は、法の罰則規程により措置を講じる。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 その他の措置の内容 ―

2） 行っていない

 具体的な管理方法
ユーザIDやアクセス権について、情報セキュリティ管理者が職員の異動退職情報を定期的にチェックし、
業務上不要となったIDやアクセス権が残存しないようにしている。

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している

 アクセス権限の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

 具体的な方法
・不正な操作がないことについて操作履歴により適時確認する。
・ユーザIDとともに、システムへのアクセス記録と特定個人情報の使用（登録・更新・削除・参照・帳票出
力）の記録をログとして保管している。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

・業務主管課からの申請に基づき、情報システム・ネットワーク管理者が業務上必要となる権限を確認
のうえ、権限の付与を行い一括管理している。また、申請の際は、照会権限のみでよいか、更新権限も
必要かを確認のうえ、権限を付与している。
・失効についても上記と同様であるが、ID・パスワードには有効期限を設定し、期限到来により自動的に
失効するようにしている。
・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。
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 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

委託事業者に以下の措置を徹底させる。
・データか紙かを問わず、廃棄の際は廃棄履歴を作成し保存する。
・情報が不要となったとき又は要請があったときに情報の返還又は消去などの必要な措置を講じる。
また、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させ、必要があれば当市職員が現地調
査することも可能とする。

 具体的な方法

・委託先事業者向けのユーザIDに紐づく操作ログを取得することで、特定個人情報ファイルの取扱い記
録を残している。
・委託先事業者向けユーザIDは操作職員ごとにIDを管理し、職員と同様にログの監視を行っている。
・操作者IDの管理簿を作成し、IDの使用者を正確に把握している。
・庁内の各委託事業者の作業場所・サーバ室への入退室管理を行っている。
・契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを確認するとともに、その記録を残す。
・委託業者からセキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとともに、その記録を残す。
・作業端末へのログイン記録やシステム保守における作業記録を残す。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

1） 定めている 2） 定めていない
 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託先から他者への特定個人情報の提供は一切認めない。
また、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させ、必要があれば当市職員が現地調
査することも可能とする。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

・住民異動に関する業務及び住民票の写し等の交付に関する事務委託に関しては、仕様書にて委託業
務実施場所を限定しており、適切な取扱を行うよう規定している。
・ソフトウェア保守、運用支援等の委託に関しては、委託契約書内にて施行場所を当市庁舎　内に限定
し、外部への持ち出しを禁止する。
・委託契約書内で指定した施行場所以外に個人情報を持ち出す場合には、事前に書面を提出し、当市
の承諾を得る。
・契約に基づき、個人情報の管理・運用状況について、必要があれば随時に報告を求め調査を行う。

 具体的な制限方法

・委託先事業者向けのユーザIDを発行し、閲覧、更新等の処理を実施できる担当者を制限している。
・作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させる。
・閲覧・更新権限を持つ者を必要最小限にする。
・閲覧・更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。
・閲覧・更新の履歴（ログ）を取得し、不正な使用がないことを確認する。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

・委託先の社会的信用と能力を確認する。また、委託業者が選定基準を引き続き満たしていることを適
時確認する。
・委託先を選定する際、委託先にて個人情報保護に関する規程や体制の整備、人的安全管理措置、安
全管理措置が取られているか確認している。

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ 制限している ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない
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3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・相手方（都道府県サーバ）と市町村ＣＳの間の通信では相互認証を実施しているため、認証できない相
手先への情報の移転はなされないことがシステム上担保される。また、媒体へ出力する必要がある場合
には、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。
・権限管理機能による許認可や操作ログの記録管理機能を実装した共通基盤を介してデータ連携する
ことで、不適切な方法で個人情報がやりとりされることを防止する。
・情報セキュリティ研修において、個人番号の違反行為における罰則等の説明をすることで、抑止をす
る。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

特定個人情報の提供・移転は、番号法等の法令に定められた事項のみ行う。
共通基盤を介して各種照会情報を入手することで、権限管理機能により、あらかじめ許可された移転先
と、必要と認めた範囲の情報に限定して利用できる仕組みである。

 その他の措置の内容

「サーバ室等への入室権限」及び「本特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する
者を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限する。
媒体を用いて情報を連携する場合には、原則として媒体へのデータ出力（書き込み）の際に職員の立会
いを必要とする。
共通基盤を介した各種照会情報の入手については、操作ログを取得し追跡可能な形式で管理してい
る。

 具体的な方法
特定個人情報（個人番号、４情報等）の提供・移転を行う際に、提供・移転の記録（提供・移転日時、操作
者等）をシステム上で管理・保存する。なお、システム上、提供・移転に係る処理を行ったものの提供・移
転が認められなかった場合についても記録を残す。

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

[ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ] 提供・移転しない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 具体的な方法 ―

 その他の措置の内容 ―

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

＜選択肢＞

[ 再委託していない ] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 定めていない

 規定の内容

・目的外利用の禁止
・特定個人情報の閲覧者・更新者を制限
・特定個人情報の第三者への提供・開示の禁止
・情報漏洩を防ぐための保管管理に責任を負う
・情報が不要となったとき又は要請があったときに情報の返還又は消去などの必要な措置を講じる
・特定個人情報の取扱いについて必要に応じてその報告をする
・必要に応じて、当市が委託先の視察・監査を行うことができる
・再委託の禁止

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

＜選択肢＞

[ 定めている ] 1） 定めている
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3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ] 接続しない（提供）

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

―

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

１　誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置
(1)　システム上、照会元から指定された検索条件に基づき得た結果を適切に提供することを担保する。
また、本人確認情報に変更が生じた際には、市町村ＣＳへの登録時点で項目のフォーマットチェックや論
理チェック（例えば、現存する住民に対して転入を異動事由とする更新が行われようとした場合や、転居
を異動事由とする更新の際に住所以外の更新が行われようとした場合に当該処理をエラーとする）がな
された情報を通知することをシステム上で担保する。
(2)　共通基盤を介して各種照会情報を入手することで、権限管理機能により、あらかじめ許可された移
転先と、必要と認めた範囲の情報に限定して利用できる仕組みである。

２　誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置
(1)　相手方（都道府県サーバ）と住基ネット（市町村ＣＳ）の間の通信では相互認証を実施するため、認
証できない相手先への情報の移転はなされないことがシステム上担保される。
(2)　共通基盤を介して各種照会情報を入手することで、権限管理機能により、あらかじめ許可された移
転先と、必要と認めた範囲の情報に限定して利用できる仕組みである。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
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 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
１　情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情
報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に
特定個人情報が提供されるリスクに対応している。
２　情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式
チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備するこ
とで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
３　情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原
本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
１　セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者か
ら受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。
２　中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
１　中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した
行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、不適切な方法で提供されるリ
スクに対応している。
２　中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信
を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
３　中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務には
アクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・統合宛名システムの連携機能により、予め許可された職員と事務以外では情報を参照できないように
アクセス制御するとともに、番号法上認められた特定個人情報以外の項目を照会・提供できないように
対応している。
・ログ管理機能により不適切な操作や連携を抑止する仕組みである。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
１　情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供
ネットワークシステムから入手し、中間サーバにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リス
トに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。

２　情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワー
クシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応し
た情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。

３　機微情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供
を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供さ
れるリスクに対応している。

４　中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを
実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う
機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
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 具体的な対策の内容

・特定個人情報ファイルを管理するサーバは、有人監視、入退館管理、電源設備の冗長化、室温管理、
耐震対策、防火措置等を講じた専用の建物に設置し、施錠管理する。
・サーバ室と、データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他
の部屋とは区別して専用の部屋とする。
・サーバ室への出入口を限定し、ICカード認証と生体認証による入退室管理を行う。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。
・監視設備として、監視カメラ等を設置する。
・業務システムのサーバは、入退出管理(※）を行っているデータセンターのサーバ室に設置している。
※サーバ室への入室権限を持つ者を事前申請により限定し、サーバ室へ入退室する者が権限を有する
ことをICカードと生体認証で確認し管理している。
＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び
施錠管理している。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリ
スクを回避する。
・事前に申請し承認されてない物品、記憶媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込することがな
いよう、警備員などにより確認している。

 ⑤物理的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

 ③安全管理規程 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ②安全管理体制 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群 [ 十分に遵守している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない

3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

１　従業者が事務外で利用するリスク
＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の
記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
・情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応
している。

２　情報提供ネットワークシステムとの接続に伴う情報漏えい等のリスク
＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
・中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確
保している。
・中間サーバ・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）しており、
中間サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
・特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい
等のリスクを極小化する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
既存住基システムとの整合処理を定期的に実施し、保存する本人確認情報が最新であるかどうかを確
認することにより担保する。

 具体的な保管方法
生存する個人の個人番号とともに、死亡による消除後、住民基本台帳法施行令第３４条第２項（保存）に
定める期間（１５０年間）保管する。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞
1） 発生あり

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

2） 発生なし

 その内容 ―

 再発防止策の内容 ―

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

１　不正プログラム対策
・特定個人情報ファイルを管理するサーバは、インターネット等の外部ネットワークから隔離されたネット
ワーク上に設置する。
・特定個人情報ファイルを管理するすべてのサーバには、ウイルス対策ソフトを導入し、最新版のパター
ンファイルが適用されるように管理する。
・コンピュータウイルス監視ソフトを使用し、サーバ・端末双方でウイルスチェックを実施する。また、新種
の不正プログラムに対応するために、ウイルスパターンファイルは定期的に更新し、可能な限り最新のも
のを使用する。
・本人確認情報の管理について定めた規程に基づき、コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアへの
対策を行う場合の手順等を整備する。
また、同規程に基づき、オペレーション管理に係る手順等を整備し、当該手順に従って、情報セキュリ
ティホールに関連する情報（コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアに関連する情報を含む）を定期
的（コンピュータウイルス関連情報は毎日、その他の情報は少なくとも半年に一度）に入手し、機器の情
報セキュリティに関する設定の内容が適切であるかどうかを確認する。
・不正アクセス防止策として、ファイアウォールを設置している。
・職員カードを用いた認証システムを導入している。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワーク
を効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うととも
に、ログの解析を行う。
・中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
・導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

２　不正アクセス対策
・本人確認情報の管理について定めた規程に基づき、ネットワーク管理に係る手順等を整備し、ファイア
ウォールを導入する。
・特定個人情報ファイルを管理するサーバとの通信を暗号化する。

 ⑦バックアップ [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑥技術的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施している。
・中間サーバ･プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行う。

 手順の内容 保管期間の経過した特定個人情報は一括して削除する。

 その他の措置の内容

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び
施錠管理している。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリ
スクを回避する。
・中間サーバ・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワーク
を効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うととも
に、ログの解析を行う。
・中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
・導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない
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 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・機構が作成・配付する専用のアプリケーション（※）を用いることにより、入手の際の特定個人情報の漏
えい・紛失の防止に努める。
・操作者の認証を行う。

※市町村ＣＳのサーバ上で稼動するアプリケーション。市町村CSで管理されるデータの安全保護対策、
不正アクセスの防止策には、最新の認証技術や暗号化技術を採用し、データの盗聴、改ざん、破壊及び
盗難、端末の不正利用及びなりすまし等を防止する。また、市町村ＣＳのサーバ自体には、外部からの
こじあけ等に対して防御性に優れた耐タンパー装置（通信時の相互認証及びデータの暗号化に必要な
情報を保管管理する）を内蔵している。

 その他の措置の内容
システムでは対応できない事象が発生した際に、本人確認情報の真正性を維持するため、住民基本台
帳事務処理要領等に基づいて本人確認情報の入力、削除及び訂正が行われていることを定期的に確
認する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

窓口において、対面で身分証明書（個人番号カード等）の提示を受け、本人確認を行う。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。
・出生等により新たに個人番号が指定される場合や，転入の際に個人番号カード（通知カード所持者に
あっては，通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ）の提示がない場合には，市町
村ＣＳにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・本人確認情報の入力、削除及び訂正を行う際には、整合性を確保するために、入力、削除及び訂正を
行った者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及び訂正した内容を確認する。
・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、当市で定める規程に基づいて管理し、保管する。
・本人確認情報に誤りがあった際に訂正を行う場合には、本人確認情報管理責任者の許可を得て行うこ
ととする。また、訂正した内容等については、その記録を残し、法令等により定められる期間保管する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容 本人確認情報の入手元を既存住基システムに限定する。

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・平成１４年６月１０日総務省告示第３３４号（第６－７　本人確認情報の通知及び記録）等により市町村Ｃ
Ｓにおいて既存住基システムを通じて入手することとされている情報以外を入手できないことを、システ
ム上で担保する。
・正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を
行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く２情報以上（氏名と住所の組み合わせ、氏名と生年月日
の組み合わせ）の指定を必須とする。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

本人確認情報ファイル

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

本人確認情報の入手元は既存住基システムに限定されるため、既存住基システムへの情報の登録の
際に、届出・申請等の窓口において届出・申請内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行
い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。

2） 十分である
3） 課題が残されている
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 リスクへの対策は十分か [ 特に力を入れている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 その他の措置の内容 ―

2） 行っていない

 具体的な管理方法

・ユーザIDやアクセス制限を操作者管理者が人事異動ごとに確認し、業務上アクセスが不能になったID
やアクセス権限を変更削除する。
・操作者の権限等に応じたアクセス権限が付与されるよう管理する。
・不正アクセスを分析するために、市町村ＣＳ及び統合端末においてアプリケーションの操作履歴の記録
を取得し、保管する。

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している

 アクセス権限の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

 具体的な方法

・本人確認情報を扱うシステムの操作履歴（アクセスログ・操作ログ）を記録する。
・不正な操作が無いことについて、操作履歴により適時確認する。
・操作履歴の確認により本人確認情報の検索に関して不正な操作の疑いがある場合は、申請文書等と
の整合性を確認する。
・バックアップされた操作履歴について、定められた期間、安全な場所に施錠保管する。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

・用意されたIDは業務に基づく権限設定がされており、業務以上の権限は与えられない。
・年度ごとに人事情報をもとに、退職・死亡等によるユーザIDの失効、人事異動による権限変更等の管
理を行う。人事情報の変更があった場合は随時ユーザ管理を行う。
・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

・統合端末は、生体認証により操作者認証を行う。「府中市住民基本台帳ネットワークにおける照合情報
認証運用基準」に基づき運用を行い、照合IDの管理簿を作成し、操作者権限の貸与の状況を記録し管
理している。なお、生体認証が不可能な場合は、申請に基づきユーザーIDとパスワードを用いた認証を
行う。
・ユーザIDに有効期限を設定し、期限到来時に自動的に失効するようにしている。
・ユーザIDによる識別とパスワードもしくは生体認証による認証を実施している。また認証後は認可機能
により、そのユーザが利用できる機能を制限することで、不正利用が行えない対策を行っている
・操作権限について変更/削除する必要が発生した場合は、すみやかに操作者権限の変更/削除を行
う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 宛名システム等における措置
の内容

市町村ＣＳと宛名管理システム間の接続は行わない。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・庁内システムにおける市町村ＣＳへのアクセスは既存住基システムに限定しており、また、既存住基シ
ステムと市町村ＣＳ間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付けは行わない。
なお、市町村ＣＳのサーバ上には住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフト
ウェア以外作動させず、また、市町村ＣＳが設置されたセグメントにある通信機器は権限の無い者が機
器を接続できないよう、入退出を管理したサーバ部屋で管理され、施錠を施したラック内に設置されてい
る。なお、ラックの鍵も管理簿を作成し、不正に使用されることのないように措置を講じる。

2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

その他、特定個人情報の使用にあたり、次の措置を講じる。
　・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない 。
　・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く。
　・本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲にとどめる。
　・大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得る。

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・担当者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。
・システム利用職員への研修会において、事務外利用の禁止等について指導する。
・違反行為を行った者は、法の罰則規程により措置を講じる。
・システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。また、バックアップ
以外にファイルを複製しないよう、職員・委託先等に対し指導する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 リスクに対する措置の内容

・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。
・担当者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。
・システム利用職員への研修会において、事務外利用の禁止等について指導する。
・職員以外の従業者（委託先等）には、当該事項についての誓約書の提出を求める。

 リスクへの対策は十分か [ 特に力を入れている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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2） 定めていない

 規定の内容

・目的外利用の禁止
・特定個人情報の閲覧者・更新者を制限
・特定個人情報の提供先の限定
・情報漏洩を防ぐための保管管理に責任を負う。
・情報が不要となったとき又は要請があったときに情報の返還又は消去などの必要な措置を講じる。
・保管期間の過ぎた特定個人情報及びそのバックアップを完全に消去する。
・特定個人情報の取扱いについて四半期に一度チェックを行った上でその報告をする。
・必要に応じて、当市が委託先の視察・監査を行うことができる。
・再委託の禁止

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

委託事業者に以下の措置を徹底させる。
・紙媒体は、保管期間ごとに分けて保管し、保管期間が過ぎているものを外部業者にて溶解処理する。
・データか紙かを問わず、廃棄の際は廃棄履歴を作成し保存する。
・情報が不要となったとき又は要請があったときに情報の返還又は消去などの必要な措置を講じる。
また、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させ、必要があれば当市職員が現地調
査することも可能とする。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

＜選択肢＞

[ 定めている ] 1） 定めている

 具体的な方法

・委託先事業者向けのユーザIDに紐づく操作ログを取得することで、特定個人情報ファイルの取扱い記
録を残している。
・委託先事業者向けユーザIDは操作職員ごとにIDを管理し、職員と同様にログの監視を行っている。
・操作者IDの管理簿を作成し、IDの使用者を正確に把握している。
・庁内の各委託事業者の作業場所・サーバ室への入退室管理を行っている。
・契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを確認するとともに、その記録を残している。
・委託業者からセキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとともに、その記録を残している。
・作業端末へのログイン記録やシステム保守における作業記録を残している。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

1） 定めている 2） 定めていない
 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託先から他者への特定個人情報の提供は一切認めない。
また、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させ、必要があれば当市職員が現地調
査することも可能とする。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

・ソフトウェア保守、運用支援等の委託に関しては、委託契約書内にて施行場所を当市庁舎　内に限定
し、外部への持ち出しを禁止する。
・委託契約書内で指定した施行場所以外に個人情報を持ち出す場合には、事前に書面を提出し、当市
の承諾を得る。
・契約に基づき、個人情報の管理・運用状況について、必要があれば随時に報告を求め調査を行う。

 具体的な制限方法

・委託先事業者向けのユーザIDを発行し、閲覧、更新等の処理を実施できる担当者を制限している。
・作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させる。
・閲覧・更新権限を持つ者を必要最小限にする。
・閲覧・更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。
・閲覧・更新の履歴（ログ）を取得し、不正な使用がないことを確認する。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

・委託先の社会的信用と能力を確認する。また、委託業者が選定基準を引き続き満たしていることを適
時確認する。
・委託先を選定する際、委託先にて個人情報保護に関する規定や体制の整備、人的安全管理措置、安
全管理措置が取られているか確認している。

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ 制限している ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない
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 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 具体的な方法 ―

 その他の措置の内容 ―

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

＜選択肢＞

[ 再委託していない ] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

―

3） 課題が残されている

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

１．誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置
　　システム上、照会元から指定された検索条件に基づき得た結果を適切に提供・移転することを担保
する。また、本人確認情報に変更が生じた際には、市町村ＣＳへの登録時点で項目のフォーマットチェッ
クや論理チェック（例えば、現存する住民に対して転入を異動事由とする更新が行われようとした場合
や、転居を異動事由とする更新の際に住所以外の更新が行われようとした場合に当該処理をエラーとす
る）がなされた情報を通知することをシステム上で担保する。

２．誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置
　　相手方（都道府県サーバ）と市町村ＣＳの間の通信では相互認証を実施するため、認証できない相
手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
相手方（都道府県サーバ）と市町村ＣＳの間の通信では相互認証を実施しているため、認証できない相
手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。
また、媒体へ出力する必要がある場合には、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

特定個人情報の提供・移転は、番号法等の法令に定められた事項のみ行う。
共通基盤を介して各種照会情報を入手することで、権限管理機能により、あらかじめ許可された移転先
と、必要と認めた範囲の情報に限定して利用できる仕組みである。

 その他の措置の内容

「サーバ室等への入室権限」及び「本特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する
者を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限する。
媒体を用いて情報を連携する場合には、原則として媒体へのデータ出力（書き込み）の際に職員の立会
いを必要とする。

 具体的な方法
特定個人情報（個人番号、４情報等）の提供・移転を行う際に、提供・移転の記録（提供・移転日時、操作
者等）をシステム上で管理・保存する。なお、システム上、提供・移転に係る処理を行ったものの提供・移
転が認められなかった場合についても記録を残す。

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

[ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ] 提供・移転しない
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3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ○ ] 接続しない（提供）
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 具体的な保管方法
生存する個人の個人番号とともに、死亡による消除後、住民基本台帳法施行令第３４条第２項（保存）に
定める期間（１５０年間）保管する。

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞
1） 発生あり

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

2） 発生なし

 その内容 ―

 再発防止策の内容 ―

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

１．不正プログラム対策
・特定個人情報ファイルを管理するサーバは、インターネット等の外部ネットワークから隔離されたネット
ワーク上に設置する。
・特定個人情報ファイルを管理するすべてのサーバには、ウイルス対策ソフトを導入し、最新版のパター
ンファイルが適用されるように管理する。
・コンピュータウイルス監視ソフトを使用し、サーバ・端末双方でウイルスチェックを実施する。また、新種
の不正プログラムに対応するために、ウイルスパターンファイルは定期的に更新し、可能な限り最新のも
のを使用する。
・本人確認情報の管理について定めた規程に基づき、コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアへの
対策を行う場合の手順等を整備する。
また、オペレーション管理に係る手順等を整備し、当該手順に従って、情報セキュリティホールに関連す
る情報（コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアに関連する情報を含む）を定期的（コンピュータウイ
ルス関連情報は毎日、その他の情報は少なくとも半年に一度）に入手し、機器の情報セキュリティに関
する設定の内容が適切であるかどうかを確認する。

２．不正アクセス対策
・本人確認情報の管理について定めた規程に基づき、ネットワーク管理に係る手順等を整備し、ファイア
ウォールを導入する。
・特定個人情報ファイルを管理するサーバとの通信を暗号化する。

 ⑦バックアップ [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

・特定個人情報ファイルを管理するサーバは、有人監視、入退館管理、電源設備の冗長化、室温管理、
耐震対策、防火措置等を講じた専用の建物に設置し、施錠管理する。
・サーバ室と、データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他
の部屋とは区別して専用の部屋とする。
・サーバ室への出入口を限定し、ICカード認証と生体認証による入退室管理を行う。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。
・監視設備として、監視カメラ等を設置する。

 ⑥技術的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑤物理的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

 ③安全管理規程 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ②安全管理体制 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群 [ 政府機関ではない ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 手順の内容

・システム上、住民基本台帳法施行令第３４条第２項（保存）に定める期間（１５０年間）を経過した住民
票の記載の修正前の本人確認情報（履歴情報）及び消除者の本人確認情報を消去する仕組みとする。
・磁気ディスクの廃棄時は、要領・手順書等に基づき、内容の消去、破壊等を行うとともに、磁気ディスク
管理簿にその記録を残す。また、専用ソフトによるフォーマット、物理的粉砕等を行うことにより、内容を
読み出すことができないようにする。
・帳票については、要領・手順書等に基づき、帳票管理簿等を作成し、受渡し、保管及び廃棄の運用が
適切になされていることを適時確認するとともに、その記録を残す。廃棄時には、要領・手順書等に基づ
き、裁断、溶解等を行うとともに、帳票管理簿等にその記録を残す。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
既存住基システムとの整合処理を定期的に実施し、保存する本人確認情報が最新であるかどうかを確
認することにより担保する。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
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3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・機構が作成・配付する専用のアプリケーション（※）を用いることにより、入手の際の特定個人情報の漏
えい・紛失の防止に努める。
・操作者の認証を行う。

※市町村ＣＳのサーバ上で稼動するアプリケーション。市町村システムで管理されるデータの安全保護
対策、不正アクセスの防止策には、最新の認証技術や暗号化技術を採用し、データの盗聴、改ざん、破
壊及び盗難、端末の不正利用及びなりすまし等を防止する。また、市町村ＣＳのサーバ自体には、外部
からのこじあけ等に対して防御性に優れた耐タンパー装置（通信時の相互認証及びデータの暗号化に
必要な情報を保管管理する）を内蔵している。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

個人番号の生成元である機構が設置・管理する全国サーバから住民票コードに対応した個人番号を適
切に取得できることを、システムにより担保する。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

既存住基システムにおいて正確性が確保された送付先情報を適切に受信できることをシステムにより担
保する。
なお、送付先情報ファイルは、既存住基システムから入手後、個人番号カード管理システムに送付先情
報を送付した時点で役割を終える（不要となる）ため、送付後速やかに市町村ＣＳから削除する。
そのため、入手から削除までのサイクルがごく短期間であることから、入手から削除の間の正確性を維
持するための特段の対策は講じない。

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・総務省告示第３３４号（第６－７　本人確認情報の通知及び記録）等により市町村ＣＳにおいて既存住
基システムを通じて入手することととされている情報以外を入手できないことを、システム上で担保する。
・正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を
行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く２情報以上（氏名と住所の組み合わせ、氏名と生年月日
の組み合わせ）の指定を必須とする。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容 送付先情報の入手元を既存住基システムに限定する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

送付先情報ファイル

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

送付先情報の入手元は既存住基システムに限定されるため、既存住基システムへの情報の登録の際
に、届出・申請等の窓口において届出・申請内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行
い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

送付先情報の入手元である既存住基システムへの情報の登録の際、窓口において、対面で身分証明
書の提示を受け、本人確認を行う。

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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3） 課題が残されている
 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

 その他の措置の内容 ―

2） 行っていない

 具体的な管理方法

・ユーザIDやアクセス制限を操作者管理者が人事異動ごとに確認し、業務上アクセスが不能になったID
やアクセス権限を変更削除する。
・操作者の権限等に応じたアクセス権限が付与されるよう管理する。
・不正アクセスを分析するために、市町村ＣＳ及び統合端末においてアプリケーションの操作履歴の記録
を取得し、保管する。

 アクセス権限の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2) 記録を残していない

 具体的な方法

・送付先情報を扱うシステムの操作履歴（アクセスログ・操作ログ）を記録する。
・不正な操作が無いことについて、操作履歴により適時確認する。
・操作履歴の確認により本人確認情報の検索に関して不正な操作の疑いがある場合は、申請文書等と
の整合性を確認する。
・バックアップされた操作履歴について、定められた期間、安全な場所に施錠保管する。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

・用意されたIDは業務に基づく権限設定がされており、業務以上の権限は与えられない。
・年度ごとに人事情報をもとに、退職・死亡等によるユーザIDの失効、人事異動による権限変更等の管
理を行う。
人事情報の変更があった場合は随時ユーザ管理を行う。
・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

・統合端末は、生体認証により操作者認証を行う。「府中市住民基本台帳ネットワークにおける照合情報
認証運用基準」に基づき運用を行い、照合IDの管理簿を作成し、操作者権限の貸与の状況を記録し管
理している。なお、生体認証が不可能な場合は、申請に基づきユーザーIDとパスワードを用いた認証を
行う。
・ユーザIDに有効期限を設定し、期限到来時に自動的に失効するようにしている。
・ユーザIDによる識別とパスワードもしくは生体認証による認証を実施している。また認証後は認可機能
により、そのユーザが利用できる機能を制限することで、不正利用が行えない対策を行っている
・操作権限について変更/削除する必要が発生した場合は、すみやかに操作者権限の変更/削除を行
う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 宛名システム等における措置
の内容

市町村ＣＳと宛名管理システム間の接続は行わない。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

庁内システムにおける市町村ＣＳへのアクセスは既存住基システムに限定しており、また、既存住基シ
ステムと市町村ＣＳ間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付けは行わない。
なお、市町村ＣＳのサーバ上には住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフト
ウェア以外作動させず、また、市町村ＣＳが設置されたセグメントにあるハブには権限の無い者が機器を
接続できないよう、適切な対策（物理的なアクセス制限、ＭＡＣアドレスによるフィルタリング等）を講じる。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞

その他、特定個人情報の使用にあたり、次の措置を講じる。
　・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない 。
　・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く。
　・本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲にとどめる。
　・大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得る。

3） 課題が残されている

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・担当者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。
・システム利用職員への研修会において、事務外利用の禁止等について指導する。
・違反行為を行った者は、法の罰則規定により措置を講じる。
・システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。また、バックアップ
以外にファイルを複製しないよう、職員・委託先等に対し指導する。

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 リスクに対する措置の内容

・システムの操作履歴（操作ログ）を記録する。
・担当者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。
・システム利用職員への研修会において、事務外利用の禁止等について指導する。
・違反行為を行った者は、法の罰則規程により措置を講じる

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
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2） 定めていない

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

委託事業者に以下の措置を徹底させる。
・紙媒体は、保管期間ごとに分けて保管し、保管期間が過ぎているものを外部業者にて溶解処理する。
・データか紙かを問わず、廃棄の際は廃棄履歴を作成し保存する。
・情報が不要となったとき又は要請があったときに情報の返還又は消去などの必要な措置を講じる。
また、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させ、必要があれば当市職員が現地調
査することも可能とする。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

＜選択肢＞

[ 定めている ] 1） 定めている 2） 定めていない

 具体的な方法

・委託先事業者向けのユーザIDに紐づく操作ログを取得することで、特定個人情報ファイルの取扱い記
録を残している。
・委託先事業者向けユーザIDは操作職員ごとにIDを管理し、職員と同様にログの監視を行っている。
・操作者IDの管理簿を作成し、IDの使用者を正確に把握している。
・庁内の各委託事業者の作業場所・サーバ室への入退室管理を行っている。
・契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを確認するとともに、その記録を残す。
・委託業者からセキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとともに、その記録を残す。
・作業端末へのログイン記録やシステム保守における作業記録を残す。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞

 規定の内容

・目的外利用の禁止
・特定個人情報の閲覧者・更新者を制限
・特定個人情報の提供先の限定
・情報漏洩を防ぐための保管管理に責任を負う。
・情報が不要となったとき又は要請があったときに情報の返還又は消去などの必要な措置を講じる。
・保管期間の過ぎた特定個人情報及びそのバックアップを完全に消去する。
・特定個人情報の取扱いについて四半期に一度チェックを行った上でその報告をする。
・必要に応じて、当市が委託先の視察・監査を行うことができる。
・再委託の禁止

1） 定めている 2） 定めていない
 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託先から他者への特定個人情報の提供は一切認めない。
また、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させ、必要があれば当市職員が現地調
査することも可能とする。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

・ソフトウェア保守、運用支援等の委託に関しては、委託契約書内にて施行場所を当市庁舎　内に限定
し、外部への持ち出しを禁止する。
・委託契約書内で指定した施行場所以外に個人情報を持ち出す場合には、事前に書面を提出し、当市
の承諾を得る。
・契約に基づき、個人情報の管理・運用状況について、必要があれば随時に報告を求め調査を行う。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている

 具体的な制限方法

・委託先事業者向けのユーザIDを発行し、閲覧、更新等の処理を実施できる担当者を制限している。
・作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させる。
・閲覧・更新権限を持つ者を必要最小限にする。
・閲覧・更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。
・閲覧・更新の履歴（ログ）を取得し、不正な使用がないことを確認する。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

・委託先の社会的信用と能力を確認する。また、委託業者が選定基準を引き続き満たしていることを適
時確認する。
・委託先を選定する際、委託先にて個人情報保護に関する規程や体制の整備、人的安全管理措置、安
全管理措置が取られているか確認する。

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ 制限している ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

再委託していない ] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

 具体的な方法 ―

 その他の措置の内容 ―

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

＜選択肢＞

[
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2） 十分である
3） 課題が残されている

3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

―

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

特定個人情報の提供・移転は、番号法等の法令に定められた事項のみ行う。
共通基盤を介して各種照会情報を入手することで、権限管理機能により、あらかじめ許可された移転先
と、必要と認めた範囲の情報に限定して利用できる仕組みである。

 その他の措置の内容

「サーバ室等への入室権限」及び「本特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する
者を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限する。
媒体を用いて情報を連携する場合には、原則として媒体へのデータ出力（書き込み）の際に職員の立会
いを必要とする。

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

１．誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置
　　システム上、既存住基システムから入手した情報の内容に編集を加えず、適切に個人番号カード管
理システムに提供することを担保する。

２．誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置
　　相手方（個人番号カード管理システム）と市町村ＣＳの間の通信では相互認証を実施するため、認証
できない相手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
相手方（個人番号カード管理システム）と市町村ＣＳの間の通信では相互認証を実施しているため、認証
できない相手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。
また、媒体へ出力する必要がある場合には、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 具体的な方法
特定個人情報（個人番号、４情報等）の提供・移転を行う際に、提供・移転の記録（提供・移転日時、操作
者等）をシステム上で管理・保存する。なお、システム上、提供・移転に係る処理を行ったものの提供・移
転が認められなかった場合についても記録を残す。

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

[ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ] 提供・移転しない
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 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ○ ] 接続しない（提供）
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 具体的な保管方法 ―

 その他の措置の内容 ―

 その内容 ―

 再発防止策の内容 ―

 ⑩死者の個人番号 [ 保管していない ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

１．不正プログラム対策
・特定個人情報ファイルを管理するサーバは、インターネット等の外部ネットワークから隔離されたネット
ワーク上に設置する。
・特定個人情報ファイルを管理するすべてのサーバには、ウイルス対策ソフトを導入し、最新版のパター
ンファイルが適用されるように管理する。
・コンピュータウイルス監視ソフトを使用し、サーバ・端末双方でウイルスチェックを実施する。また、新種
の不正プログラムに対応するために、ウイルスパターンファイルは定期的に更新し、可能な限り最新のも
のを使用する。
・本人確認情報の管理について定めた規程に基づき、コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアへの
対策を行う場合の手順等を整備する。
また、オペレーション管理に係る手順等を整備し、当該手順に従って、情報セキュリティホールに関連す
る情報（コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアに関連する情報を含む）を定期的（コンピュータウイ
ルス関連情報は毎日、その他の情報は少なくとも半年に一度）に入手し、機器の情報セキュリティに関
する設定の内容が適切であるかどうかを確認する。

２．不正アクセス対策
・本人確認情報の管理について定めた規程に基づき、ネットワーク管理に係る手順等を整備し、ファイア
ウォールを導入する。
・特定個人情報ファイルを管理するサーバとの通信を暗号化する。

 ⑦バックアップ [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

・特定個人情報ファイルを管理するサーバは、有人監視、入退館管理、電源設備の冗長化、室温管理、
耐震対策、防火措置等を講じた専用の建物に設置し、施錠管理する。
・サーバ室と、データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他
の部屋とは区別して専用の部屋とする。
・サーバ室への出入口を限定し、ICカード認証と生体認証による入退室管理を行う。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。
・監視設備として、監視カメラ等を設置する。

 ⑥技術的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑤物理的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

 ③安全管理規程 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ②安全管理体制 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群 [ 政府機関ではない ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない
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 手順の内容 システム上、保管期間の経過した特定個人情報を一括して削除する仕組みとする。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

送付先情報ファイルは、機構への特定個人情報の提供後、速やかに市町村ＣＳから削除される。
その後、当該特定個人情報は機構において管理されるため、送付先情報ファイルのバックアップは取得しない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

本特定個人情報ファイル（送付先情報ファイル）は、送付先情報の連携を行う必要が生じた都度作成・連
携することとしており、システム上、連携後速やか（１営業日後）に削除する仕組みとする。
また、媒体を用いて連携する場合、当該媒体は連携後、連携先である機構において適切に管理され、市
町村では保管しない。
そのため、送付先情報ファイルにおいて特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスクは存在し
ない。
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―

 具体的な方法

・住基ネット関係職員(任用された派遣職員、非常勤職員、会計年度任用職員等を含む。)に対して年一
回以上、必要な知識の習得に資するための研修を実施している。
・住基ネットの各責任者に対して、その管理に関する必要な知識や技術を習得させる研修を実施すると
ともに、その記録を残している。
・｢府中市情報セキュリティポリシー」「府中市情報セキュリティ対策基準」「府中市市民部総合窓口課に
おける情報セキュリティ運用基準」「府中市市民部総合窓口課における情報セキュリティ実施手順」「府
中市住民記録システムセキュリティ実施手順」「府中市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ
対策基準」に則り、住基ネット関連職員及び、住民基本台帳事務従事者に対し、研修を実施するととも
に、その記録を残している。
・研修の未受講者に対しては、、再受講の機会を付与したり、、個別に説明する機会を設けるなどして、
全職員が受講できるようにする。

 ３．その他のリスク対策

 従業者に対する教育・啓発 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 具体的な内容

１　内部監査
年に１回、組織内に置かれた監査担当により、次の観点による自己監査を実施し、監査結果を踏まえて
体制や規定を改善する。
　・評価書記載事項と運用実態のチェック
　・個人情報保護に関する規定、体制整備
　・個人情報保護に関する人的安全管理措置
　・職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知・教育
　・個人情報保護に関する技術的安全管理措置

２　外部監査
民間機関等より調達する外部監査事業者による監査を実施し、監査結果を踏まえて体制や規定を改善
する。

 具体的なチェック方法
年に１回、担当部署内において実施している自己点検に用いるチェック項目に、「評価書の記載内容通
りの運用がなされていること」に係る内容を追加し、運用状況を確認する。

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

- 66 -



 ②対応方法 問合せを受け付けた場合、対応内容について記録を残す。

 ⑤法令による特別の手続

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先
府中市市民部総合窓口課
〒183-8703　府中市宮西町２丁目２４番地　電話番号０４２-３３５－４３３３

 個人情報ファイル名 ―

 公表場所 ―

 ④個人情報ファイル簿の公表 [ 行っていない ] ＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 特記事項 ―

 ③手数料等
[ 無料 ] ＜選択肢＞

1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法： ）

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
府中市市民協働推進部広聴相談課
〒183-8703　府中市宮西町２丁目２４番地　電話番号０４２-３６６－１７１1

 ②請求方法
府中市個人情報の保護に関する条例に規定する開示・訂正・削除・中止請求等の各手続きにかかる請
求。
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 ②特定個人情報保護委員会
による審査

 ③結果

府中市情報公開・個人情報保護審議会による点検

 ４．特定個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ３．第三者点検

 ①実施日

 ②方法

 ①方法

番号法第２７条第１項に基づき意見聴取を行う。
実施に際しては、インターネットホームページ、総合窓口課、市政情報センター、各文化センターにおい
て評価書を閲覧できるものとし、意見の提出は、郵便又ファクシミリ、電子メールにより受け付けることと
する。

 ②実施日・期間 令和４年１２月１２日～令和５年１月１０日（３０日以上実施）

 ③期間を短縮する特段の理
由

期間の短縮なし

 ④主な意見の内容
意見の提出なし

 ⑤評価書への反映
－

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

Ⅵ　評価実施手続
 １．基礎項目評価

 ①実施日

 ②しきい値判断結果

[ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ]

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
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番
号

の
通

知
及

び
個

人
番

号
カ

ー
ド

交
付

申
請

書
の

送
付

に
つ

い
て

は
、

個
人

番
号

カ
ー

ド
省

令
第

２
３

条
の

２
（
個

人
番

号
通

知
書

及
び

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

関
し

機
構

が
処

理
す

る
事

務
）
に

基
づ

い
て

機
構

が
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

う
こ

と
か

ら
、

機
構

に
個

人
番

号
通

知
書

及
び

交
付

申
請

書
の

送
付

先
情

報
を

提
供

す
る

。

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

令
和

3
年

2
月

2
6
日

Ⅱ
（
別

添
2
）
フ

ァ
イ

ル
記

録
項

目
(3

)
6
0
.カ

ナ
旧

氏
、

6
1
.旧

氏
事

前

令
和

3
年

2
月

2
6
日

Ⅲ
 リ

ス
ク

対
策

（
プ

ロ
セ

ス
）
6
 リ

ス
ク

5
　

3
特

に
慎

重
な

対
応

が
求

め
ら

れ
る

情
報

機
微

情
報

事
前

Ⅱ
（
別

添
2
）
フ

ァ
イ

ル
記

録
項

目
(2

)
3
7
.カ

ナ
旧

氏
、

3
8
.旧

氏
事

前

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅰ
基

本
情

報
 ２

②
 シ

ス
テ

ム
の

機
能

個
人

番
号

の
通

知
に

係
る

事
務

の
委

任
先

で
あ

る
機

構
に

お
い

て
、

住
民

に
対

し
て

番
号

通
知

書
類

（
個

人
番

号
通

知
書

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

交
付

申
請

書
等

）
を

送
付

す
る

た
め

、
住

基
ネ

ッ
ト

（
市

町
村

Ｃ
Ｓ

）
へ

送
付

先
情

報
を

通
知

す
る

機
能

。

委
任

先
で

あ
る

機
構

に
お

い
て

、
住

民
に

対
し

て
番

号
通

知
書

類
（
個

人
番

号
通

知
書

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

交
付

申
請

書
等

）
を

送
付

す
る

た
め

、
住

基
ネ

ッ
ト

（
市

町
村

Ｃ
Ｓ

）
へ

送
付

先
情

報
を

通
知

す
る

機
能

。

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

（
別

添
３

）
変

更
箇

所
提

出
時

期
に

係
る

説
明

変
更

日
項

目
変

更
前

の
記

載
変

更
後

の
記

載
提

出
時

期

令
和

1
年

6
月

1
日

Ⅰ
７

評
価

実
施

機
関

に
お

け
る

担
当

部
署

②
所

属
長

課
長

　
安

斎
　

勉
総

合
窓

口
課

長
事

前

令
和

3
年

2
月

2
6
日

Ⅱ
（
別

添
2
）
フ

ァ
イ

ル
記

録
項

目
(1

)
8
2
.カ

ナ
旧

氏
8
3
.旧

氏
事

前

令
和

3
年

2
月

2
6
日
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提
出

時
期

に
係

る
説

明
変

更
日

項
目

変
更

前
の

記
載

変
更

後
の

記
載

提
出

時
期

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅱ
フ

ァ
イ

ル
の

概
要

(2
) 
６

②
 保

管
期

間
 そ

の
妥

当
性

・
住

民
票

の
記

載
の

修
正

後
の

本
人

確
認

情
報

は
、

新
た

に
記

載
の

修
正

の
通

知
を

受
け

る
ま

で
保

管
す

る
。

・
住

民
票

の
記

載
の

修
正

前
の

本
人

確
認

情
報

（
履

歴
情

報
）
及

び
消

除
者

の
本

人
確

認
情

報
は

、
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

令
第

３
４

条
第

３
項

（
保

存
）
に

定
め

る
期

間
（
１

５
０

年
間

）
保

管
す

る
。

・
住

民
票

の
記

載
の

修
正

後
の

本
人

確
認

情
報

は
、

新
た

に
記

載
の

修
正

の
通

知
を

受
け

る
ま

で
保

管
す

る
。

・
住

民
票

の
記

載
の

修
正

前
の

本
人

確
認

情
報

（
履

歴
情

報
）
及

び
消

除
者

の
本

人
確

認
情

報
は

、
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

令
第

３
４

条
第

２
項

（
保

存
）
に

定
め

る
期

間
（
１

５
０

年
間

）
保

管
す

る
。

事
後

法
改

正
に

伴
う

変
更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅱ
フ

ァ
イ

ル
の

概
要

(3
) 
対

象
と

な
る

範
囲

 そ
の

必
要

性

市
町

村
は

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

省
令

第
３

５
条

（
個

人
番

号
通

知
書

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

関
連

事
務

の
委

任
）
に

基
づ

き
、

こ
れ

ら
の

事
務

の
実

施
を

機
構

に
委

任
す

る
。

機
構

は
、

個
人

番
号

カ
ー

ド
省

令
第

２
３

条
の

２
（
個

人
番

号
通

知
書

及
び

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

関
し

機
構

が
処

理
す

る
事

務
）
に

基
づ

き
、

こ
れ

ら
の

事
務

を
実

施
す

る
。

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅰ
基

本
情

報
 ６

情
報

提
供

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
連

携
②

法
令

上
の

根
拠

・
番

号
法

第
１

９
条

第
７

号
（
特

定
個

人
情

報
の

提
供

の
制

限
）
及

び
別

表
第

二

（
別

表
第

二
に

お
け

る
情

報
提

供
の

根
拠

）
第

三
欄

（
情

報
提

供
者

）
が

「
市

町
村

長
」
の

項
の

う
ち

、
第

四
欄

（
特

定
個

人
情

報
）
に

「
住

民
票

関
係

情
報

」
が

含
ま

れ
る

項
（
１

、
２

、
３

、
４

、
６

、
８

、
９

、
１

１
、

１
６

、
１

８
、

２
０

、
２

１
、

２
３

、
２

７
、

３
０

、
３

１
、

３
４

、
３

５
、

３
７

、
３

８
、

３
９

、
４

０
、

４
２

、
４

８
、

５
３

、
５

４
、

５
７

、
５

８
、

５
９

、
６

１
、

６
２

、
６

６
、

６
７

、
７

０
、

７
４

、
７

７
、

８
０

、
８

４
、

８
５

の
２

、
８

９
、

９
１

、
９

２
、

９
４

、
９

６
、

１
０

１
、

１
０

２
、

１
０

３
、

１
０

５
、

１
０

６
、

１
０

８
、

１
１

１
、

１
１

２
、

１
１

３
、

１
１

４
、

１
１

６
、

１
１

７
、

１
２

０
の

項
）

（
別

表
第

二
に

お
け

る
情

報
照

会
の

根
拠

）
な

し
（
住

民
基

本
台

帳
に

関
す

る
事

務
に

お
い

て
情

報
提

供
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

情
報

照
会

は
行

わ
な

い
）

・
番

号
法

第
１

９
条

第
８

号
（
特

定
個

人
情

報
の

提
供

の
制

限
）
及

び
別

表
第

二

（
別

表
第

二
に

お
け

る
情

報
提

供
の

根
拠

）
第

三
欄

（
情

報
提

供
者

）
が

「
市

町
村

長
」
の

項
の

う
ち

、
第

四
欄

（
特

定
個

人
情

報
）
に

「
住

民
票

関
係

情
報

」
が

含
ま

れ
る

項
（
１

、
２

、
３

、
４

、
６

、
８

、
９

、
１

１
、

１
６

、
１

８
、

２
０

、
２

３
、

２
７

、
３

０
、

３
１

、
３

４
、

３
５

、
３

７
、

３
８

、
３

９
、

４
０

、
４

２
、

４
８

、
５

３
、

５
４

、
５

７
、

５
８

、
５

９
、

６
１

、
６

２
、

６
６

、
６

７
、

７
０

、
７

４
、

７
７

、
８

０
、

８
４

、
８

５
の

２
、

８
９

、
９

１
、

９
２

、
９

４
、

９
６

、
９

７
、

１
０

１
、

１
０

２
、

１
０

３
、

１
０

５
、

１
０

６
、

１
０

７
、

１
０

８
、

１
１

１
、

１
１

２
、

１
１

３
、

１
１

４
、

１
１

６
、

１
１

７
、

１
２

０
の

項
）

（
別

表
第

二
に

お
け

る
情

報
照

会
の

根
拠

）
な

し
（
住

民
基

本
台

帳
に

関
す

る
事

務
に

お
い

て
情

報
提

供
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

情
報

照
会

は
行

わ
な

い
）

事
後

法
改

正
に

伴
う

変
更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅱ
フ

ァ
イ

ル
の

概
要

 ６
②

 保
管

期
間

 そ
の

妥
当

性

・
住

民
票

の
記

載
の

修
正

後
の

本
人

確
認

情
報

は
、

新
た

に
記

載
の

修
正

の
通

知
を

受
け

る
ま

で
保

管
す

る
。

・
住

民
票

の
記

載
の

修
正

前
の

本
人

確
認

情
報

（
履

歴
情

報
）
及

び
消

除
者

の
本

人
確

認
情

報
は

、
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

令
第

３
４

条
第

３
項

（
保

存
）
に

定
め

る
期

間
（
１

５
０

年
間

）
保

管
す

る
。

・
住

民
票

の
記

載
の

修
正

後
の

本
人

確
認

情
報

は
、

新
た

に
記

載
の

修
正

の
通

知
を

受
け

る
ま

で
保

管
す

る
。

・
住

民
票

の
記

載
の

修
正

前
の

本
人

確
認

情
報

（
履

歴
情

報
）
及

び
消

除
者

の
本

人
確

認
情

報
は

、
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

令
第

３
４

条
第

２
項

（
保

存
）
に

定
め

る
期

間
（
１

５
０

年
間

）
保

管
す

る
。

事
後

法
改

正
に

伴
う

変
更

- 70 -



提
出

時
期

に
係

る
説

明
変

更
日

項
目

変
更

前
の

記
載

変
更

後
の

記
載

提
出

時
期

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅲ
 リ

ス
ク

対
策

（
プ

ロ
セ

ス
）
７

⑩
死

者
の

個
人

番
号

 具
体

的
な

方
法

生
存

す
る

個
人

の
個

人
番

号
と

と
も

に
、

死
亡

に
よ

る
消

除
後

、
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

令
第

３
４

条
第

３
項

（
保

存
）
に

定
め

る
期

間
（
１

５
０

年
間

）
保

管
す

る
。

生
存

す
る

個
人

の
個

人
番

号
と

と
も

に
、

死
亡

に
よ

る
消

除
後

、
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

令
第

３
４

条
第

２
項

（
保

存
）
に

定
め

る
期

間
（
１

５
０

年
間

）
保

管
す

る
。

事
後

法
改

正
に

伴
う

変
更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅲ
 リ

ス
ク

対
策

（
プ

ロ
セ

ス
）
(2

)７
⑩

 死
者

の
個

人
番

号
 具

体
的

な
方

法

生
存

す
る

個
人

の
個

人
番

号
と

と
も

に
、

死
亡

に
よ

る
消

除
後

、
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

令
第

３
４

条
第

３
項

（
保

存
）
に

定
め

る
期

間
（
１

５
０

年
間

）
保

管
す

る
。

生
存

す
る

個
人

の
個

人
番

号
と

と
も

に
、

死
亡

に
よ

る
消

除
後

、
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

令
第

３
４

条
第

２
項

（
保

存
）
に

定
め

る
期

間
（
１

５
０

年
間

）
保

管
す

る
。

事
後

法
改

正
に

伴
う

変
更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅱ
フ

ァ
イ

ル
の

概
要

(3
) 
５

①
 法

令
上

の
根

拠
個

人
番

号
カ

ー
ド

省
令

第
３

５
条

（
個

人
番

号
通

知
書

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

関
連

事
務

の
委

任
）

個
人

番
号

カ
ー

ド
省

令
第

２
３

条
の

２
（
個

人
番

号
通

知
書

及
び

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

関
し

機
構

が
処

理
す

る
事

務
）

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅱ
フ

ァ
イ

ル
の

概
要

(3
) 
５

②
 提

供
先

に
お

け
る

用
途

市
町

村
か

ら
個

人
番

号
カ

ー
ド

省
令

第
３

５
条

（
個

人
番

号
通

知
書

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

関
連

事
務

の
委

任
）

に
基

づ
く
委

任
を

受
け

、
個

人
番

号
通

知
書

及
び

交
付

申
請

書
を

印
刷

し
、

送
付

す
る

。

個
人

番
号

カ
ー

ド
省

令
第

２
３

条
の

２
（
個

人
番

号
通

知
書

及
び

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

関
し

機
構

が
処

理
す

る
事

務
）
に

基
づ

き
、

個
人

番
号

通
知

書
及

び
交

付
申

請
書

を
印

刷
し

、
送

付
す

る
。

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅱ
フ

ァ
イ

ル
の

概
要

(3
) 
３

⑥
 使

用
目

的

個
人

番
号

カ
ー

ド
省

令
第

３
５

条
（
個

人
番

号
通

知
書

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

関
連

事
務

の
委

任
）
に

基
づ

く
委

任
を

受
け

け
て

個
人

番
号

通
知

書
及

び
交

付
申

請
書

の
印

刷
、

送
付

並
び

に
個

人
番

号
カ

ー
ド

の
発

行
を

行
う

機
構

に
対

し
、

通
知

カ
ー

ド
及

び
交

付
申

請
書

の
送

付
先

情
報

を
提

供
す

る
た

め
。

個
人

番
号

カ
ー

ド
省

令
第

２
３

条
の

２
（
個

人
番

号
通

知
書

及
び

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

関
し

機
構

が
処

理
す

る
事

務
）
に

基
づ

き
、

個
人

番
号

通
知

書
及

び
交

付
申

請
書

の
印

刷
、

送
付

並
び

に
個

人
番

号
カ

ー
ド

の
発

行
を

行
う

機
構

に
対

し
、

個
人

番
号

通
知

書
及

び
交

付
申

請
書

の
送

付
先

情
報

を
提

供
す

る
た

め
。

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅱ
フ

ァ
イ

ル
の

概
要

(3
) 
３

⑧
 使

用
方

法

・
既

存
住

基
シ

ス
テ

ム
よ

り
個

人
番

号
の

通
知

対
象

者
の

情
報

を
抽

出
し

、
個

人
番

号
通

知
書

及
び

交
付

申
請

書
等

の
印

刷
及

び
送

付
に

係
る

事
務

を
個

人
番

号
カ

ー
ド

省
令

第
３

５
条

（
個

人
番

号
通

知
書

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

関
連

事
務

の
委

任
）
に

基
づ

い
て

委
任

す
る

機
構

に
対

し
提

供
す

る
（
既

存
住

基
シ

ス
テ

ム
→

市
町

村
Ｃ

Ｓ
又

は
電

子
記

録
媒

体
→

個
人

番
号

カ
ー

ド
管

理
シ

ス
テ

ム
（
機

構
）
）
。

・
既

存
住

基
シ

ス
テ

ム
よ

り
個

人
番

号
の

通
知

対
象

者
の

情
報

を
抽

出
し

、
個

人
番

号
通

知
書

及
び

交
付

申
請

書
等

の
印

刷
及

び
送

付
に

係
る

事
務

を
個

人
番

号
カ

ー
ド

省
令

第
２

３
条

の
２

（
個

人
番

号
通

知
書

及
び

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

関
し

機
構

が
処

理
す

る
事

務
）
に

基
づ

い
て

行
う

機
構

に
対

し
提

供
す

る
（
既

存
住

基
シ

ス
テ

ム
→

市
町

村
Ｃ

Ｓ
又

は
電

子
記

録
媒

体
→

個
人

番
号

カ
ー

ド
管

理
シ

ス
テ

ム
（
機

構
）
）
。

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅱ
フ

ァ
イ

ル
の

概
要

(3
) 
記

録
さ

れ
る

項
目

 そ
の

妥
当

性

・
そ

の
他

（
個

人
番

号
通

知
書

及
び

交
付

申
請

書
の

送
付

先
の

情
報

）
：
機

構
に

対
し

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

省
令

第
３

５
条

（
個

人
番

号
通

知
書

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

関
連

事
務

の
委

任
）
に

基
づ

き
個

人
番

号
通

知
書

及
び

交
付

申
請

書
の

印
刷

、
送

付
並

び
に

個
人

番
号

カ
ー

ド
の

発
行

を
委

任
す

る
た

め
に

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

の
券

面
記

載
事

項
の

ほ
か

、
個

人
番

号
通

知
書

及
び

交
付

申
請

書
の

送
付

先
に

係
る

情
報

を
記

録
す

る
必

要
が

あ
る

。

・
そ

の
他

（
個

人
番

号
通

知
書

及
び

交
付

申
請

書
の

送
付

先
の

情
報

）
：
機

構
に

対
し

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

省
令

第
２

３
条

の
２

（
個

人
番

号
通

知
書

及
び

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

関
し

機
構

が
処

理
す

る
事

務
）
に

基
づ

き
個

人
番

号
通

知
書

及
び

交
付

申
請

書
の

印
刷

、
送

付
並

び
に

個
人

番
号

カ
ー

ド
の

発
行

を
機

構
が

行
う

た
め

に
、

個
人

番
号

カ
ー

ド
の

券
面

記
載

事
項

の
ほ

か
、

個
人

番
号

通
知

書
及

び
交

付
申

請
書

の
送

付
先

に
係

る
情

報
を

記
録

す
る

必
要

が
あ

る
。

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅱ
フ

ァ
イ

ル
の

概
要

(3
) 
３

⑤
 本

人
へ

の
明

示
個

人
番

号
カ

ー
ド

省
令

第
３

５
条

（
個

人
番

号
通

知
書

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

関
連

事
務

の
委

任
）

個
人

番
号

カ
ー

ド
省

令
第

２
３

条
の

２
（
個

人
番

号
通

知
書

及
び

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

関
し

機
構

が
処

理
す

る
事

務
）

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更
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提
出

時
期

に
係

る
説

明
変

更
日

項
目

変
更

前
の

記
載

変
更

後
の

記
載

提
出

時
期

Ⅱ
４

特
定

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

の
取

扱
い

の
委

託
⑥

委
託

先
名

キ
ャ

リ
ア

リ
ン

ク
株

式
会

社
株

式
会

社
綜

合
キ

ャ
リ

ア
オ

プ
シ

ョ
ン

事
後

（
別

添
１

）
事

務
の

内
容

（
図

中
）

3
-
①

特
例

転
入

（
住

民
→

担
当

課
）

3
-
②

送
信

依
頼

（
統

合
端

末
→

市
町

村
Ｃ

Ｓ
→

他
市

町
村

）
3
-
③

転
出

証
明

書
情

報
送

信
（
他

市
町

村
→

市
町

村
Ｃ

Ｓ
）

（
図

中
）

3
-
①

送
信

（
他

市
町

村
→

市
町

村
Ｃ

Ｓ
）

3
-
②

送
信

（
市

町
村

Ｃ
Ｓ

→
既

存
住

基
シ

ス
テ

ム
）

3
-
③

特
例

転
入

（
住

民
→

担
当

課
）

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

（
別

添
１

）
事

務
の

内
容

（
備

考
）

３
．

個
人

番
号

カ
ー

ド
を

利
用

し
た

転
入

（
特

例
転

入
）

3
-
①

.転
入

手
続

を
行

う
住

民
か

ら
提

示
さ

れ
た

個
人

番
号

カ
ー

ド
を

利
用

し
て

本
人

確
認

(「
２

．
本

人
確

認
」

を
参

照
)を

行
う

。
3
-
②

.統
合

端
末

か
ら

、
市

町
村

Ｃ
Ｓ

を
経

由
し

て
転

出
地

市
町

村
に

対
し

転
出

証
明

書
情

報
の

送
信

依
頼

を
行

う
。

3
-
③

.市
町

村
Ｃ

Ｓ
に

お
い

て
転

出
地

市
町

村
よ

り
転

出
証

明
書

情
報

を
受

信
す

る
。

3
-
④

.既
存

住
基

シ
ス

テ
ム

に
お

い
て

、
市

町
村

Ｃ
Ｓ

か
ら

転
出

証
明

書
情

報
を

受
信

し
、

転
入

処
理

を
行

う
。

３
．

個
人

番
号

カ
ー

ド
を

利
用

し
た

転
入

（
特

例
転

入
）

3
-
①

.市
町

村
Ｃ

Ｓ
に

お
い

て
転

出
地

市
町

村
よ

り
転

出
証

明
書

情
報

を
受

信
す

る
。

3
-
②

.既
存

住
基

シ
ス

テ
ム

に
お

い
て

、
市

町
村

Ｃ
Ｓ

か
ら

転
出

証
明

書
情

報
を

受
信

す
る

。
.

3
-
③

.転
入

手
続

を
行

う
住

民
か

ら
提

示
さ

れ
た

個
人

番
号

カ
ー

ド
を

利
用

し
て

本
人

確
認

（
「
２

．
本

人
確

認
」

を
参

照
）
を

行
う

。
※

転
出

証
明

書
情

報
に

記
載

の
転

出
の

予
定

年
月

日
か

ら
３

０
日

後
ま

で
に

転
入

手
続

が
行

わ
れ

な
い

場
合

に
は

、
当

該
転

出
証

明
書

情
報

を
消

去
す

る
。

※
3
-
③

の
転

入
手

続
時

に
転

出
証

明
書

情
報

を
受

信
し

て
い

な
い

場
合

又
は

消
去

し
て

い
る

場
合

に
は

、
統

合
端

末
か

ら
、

市
町

村
Ｃ

Ｓ
を

経
由

し
て

転
出

地
市

町
村

に
対

し
転

出
証

明
書

情
報

の
送

信
依

頼
を

行
い

（
※

特
定

個
人

情
報

を
含

ま
な

い
）
、

そ
の

後
、

3
-
①

・
②

を
行

う
。

3
-
④

.既
存

住
基

シ
ス

テ
ム

に
お

い
て

、
転

入
処

理
を

行
う

。

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

令
和

3
年

1
1
月

1
7
日

Ⅲ
 リ

ス
ク

対
策

（
プ

ロ
セ

ス
）
(2

)７
消

去
手

順
 手

順
の

内
容

・
シ

ス
テ

ム
上

、
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

令
第

３
４

条
第

３
項

（
保

存
）
に

定
め

る
期

間
（
１

５
０

年
間

）
を

経
過

し
た

住
民

票
の

記
載

の
修

正
前

の
本

人
確

認
情

報
（
履

歴
情

報
）
及

び
消

除
者

の
本

人
確

認
情

報
を

消
去

す
る

仕
組

み
と

す
る

。

・
シ

ス
テ

ム
上

、
住

民
基

本
台

帳
法

施
行

令
第

３
４

条
第

２
項

（
保

存
）
に

定
め

る
期

間
（
１

５
０

年
間

）
を

経
過

し
た

住
民

票
の

記
載

の
修

正
前

の
本

人
確

認
情

報
（
履

歴
情

報
）
及

び
消

除
者

の
本

人
確

認
情

報
を

消
去

す
る

仕
組

み
と

す
る

。

事
後

法
改

正
に

伴
う

変
更

Ⅰ
 基

本
情

報
 ２

 シ
ス

テ
ム

２
 ②

シ
ス

テ
ム

の
機

能

３
　

個
人

番
号

カ
ー

ド
を

利
用

し
た

転
入

（
特

例
転

入
）

　
転

入
の

届
出

を
受

け
付

け
た

際
に

、
あ

わ
せ

て
個

人
番

号
カ

ー
ド

が
提

示
さ

れ
た

場
合

、
当

該
個

人
番

号
カ

ー
ド

を
用

い
て

転
入

処
理

を
行

う
。

３
　

個
人

番
号

カ
ー

ド
を

利
用

し
た

転
入

（
特

例
転

入
）

　
個

人
番

号
カ

ー
ド

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

等
の

転
入

が
予

定
さ

れ
る

場
合

に
、

転
出

証
明

書
情

報
を

Ｃ
Ｓ

を
通

じ
て

受
け

取
り

、
そ

の
者

に
係

る
転

入
の

届
出

を
受

け
付

け
た

際
に

、
個

人
番

号
カ

ー
ド

を
用

い
て

転
入

処
理

を
行

う
（
一

定
期

間
経

過
後

も
転

入
の

届
出

が
行

わ
れ

な
い

場
合

は
、

受
け

取
っ

た
転

出
証

明
書

情
報

を
消

去
す

る
。

）
。

事
後

法
令

改
正

に
伴

う
変

更

- 72 -



提
出

時
期

に
係

る
説

明
変

更
日

項
目

変
更

前
の

記
載

変
更

後
の

記
載

提
出

時
期

Ⅱ
 ５

特
定

個
人

情
報

の
提

供
・
移

転
（
委

託
に

伴
う

も
の

を
除

く
。

）
移

転
先

１
 別

紙
２

移
転

先
一

覧
1
4
 住

宅
勤

労
課

1
4
 住

宅
課

事
後

Ⅱ
 ５

特
定

個
人

情
報

の
提

供
・
移

転
（
委

託
に

伴
う

も
の

を
除

く
。

）
移

転
先

１
 別

紙
２

移
転

先
一

覧
1
5
 情

報
管

理
課

1
5
 情

報
戦

略
課

事
後

Ⅱ
 ５

特
定

個
人

情
報

の
提

供
・
移

転
（
委

託
に

伴
う

も
の

を
除

く
。

）
移

転
先

１
 別

紙
２

移
転

先
一

覧
６

 生
活

援
護

課
６

 生
活

福
祉

課
事

後

Ⅱ
 ５

特
定

個
人

情
報

の
提

供
・
移

転
（
委

託
に

伴
う

も
の

を
除

く
。

）
移

転
先

１
 別

紙
２

移
転

先
一

覧
1
1
 子

育
て

支
援

課
1
1
 子

育
て

応
援

課
事

後

Ⅴ
 開

示
請

求
、

問
合

せ
 １

①
請

求
先

府
中

市
政

策
総

務
部

広
報

課
府

中
市

市
民

協
働

推
進

部
広

聴
相

談
課

事
後

Ⅵ
 評

価
実

施
手

続
 ３

②
方

法
府

中
市

個
人

情
報

保
護

審
議

会
に

よ
る

点
検

府
中

市
情

報
公

開
・
個

人
情

報
保

護
審

議
会

に
よ

る
点

検
事

後

Ⅳ
 そ

の
他

の
リ

ス
ク

対
策

 ２
従

業
員

に
対

す
る

教
育

・
啓

発
 具

体
的

な
方

法
（
略

）

（
略

）
・
研

修
の

未
受

講
者

に
対

し
て

は
、

再
受

講
の

機
会

を
付

与
し

た
り

、
個

別
に

説
明

す
る

機
会

を
設

け
る

な
ど

し
て

、
全

職
員

が
受

講
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

事
後
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1 厚生労働大臣

健康保険法第５条第３項の規定により厚
生労働大臣が行うこととされた健康保険
に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条
例の規定により算定した税額若しくはその算定の
基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情
報」という。)、住民基本台帳法第七条第四号に規
定する項(以下「住民票関係情報」という。)又は介
護保険法による保険給付の支給地域支援事業の
実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介
護保険給付等関係情報」という。)であって主務省
令で定めるもの

市町村長

2 全国健康保険協会
健康保険法による保険給付の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

3 健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

4 厚生労働大臣

船員保険法第４条第３項の規定により厚
生労働大臣が行うこととされた船員保険
に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

6 全国健康保険協会

船員保険法による保険給付又は平成十
九年法律第三十号附則第三十九条の規
定よりなお従前の例によるものとされた平
成十九年法律第三十号第四条の規定に
よる改正前の船員保険法による保険給付
の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

8 都道府県知事

児童福祉法による里親の認定、養育里親
の登録又は障害児入所給付費、高額障
害児入所給付費若しくは特定入所障害児
食費等給付費の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

9 都道府県知事
児童福祉法による小児慢性特定疾病医
療費の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

11 市町村長

児童福祉法による障害児通所給付費、特
例障害児通所給付費、高額障害児通所
給付費、障害児相談支援給付費若しくは
特例障害児相談支援給付費の支給又は
障害福祉サービスの提供に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

16 都道府県知事又は市町村長
児童福祉法による負担能力の認定又は
費用の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律による自立支援給付の支給に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

市町村長

18 市町村長
予防接種法による給付の支給又は実費
の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

20 市町村長

身体障害者福祉法による障害福祉サ－ビ
ス、障害者支援施設等への入所等の措置
又は費用の徴収に関する事務であって主
務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるも 市町村長

21 厚生労働大臣
身体障害者福祉法による費用の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるも 市町村長

23 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律による入院措置又は費用の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

27 市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律
及びこれらの法律に基づく条例による地
方税の賦課徴収に関する事務であって主
務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

30 社会福祉協議会

社会福祉法による生計困難者に対して無
利子又は低利で資金を融通する事業の実
施に関する事務であって主務省令で定め
るもの

住民票関係情報、児童手当関係情報又は介護保
険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

31
公営住宅法第二条第十六号に規
定する事業主体である都道府県
知事又は市町村長

公営住宅法による公営住宅の管理に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

34 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法による短期給付
又は年金である給付の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

（別紙１）　番号法第１９条第７号別表第２に定める事務

項番 情報照会者 事務 特定個人情報 情報提供者
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35 厚生労働大臣又は共済組合等
厚生年金保険法による年金である保険給
付又は一時金の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

37
文部科学大臣又は都道府県教
育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法
律による特別支援学校への就学のため必
要な経費の支弁に関する事務であって主
務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

38
都道府県教育委員会又は市町
村教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用
についての援助に関する事務であって主
務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるも 市町村長

39 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法による短期給付
の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

40 国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合法又は国家公務員
共済組合法の長期給付に関する施行法
による年金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

42
市町村長又は国民健康保険組
合

国民健康保険法による保険給付の支給
又は保険料の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

48 厚生労働大臣

国民年金法による年金である給付若しく
は一時金の支給、保険料の納付に関する
処分又は保険料その他徴収金の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるも
の

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

53 市町村長

知的障害者福祉法による障害福祉サ－ビ
ス、障害者支援施設等への入所等の措置
又は費用の徴収に関する事務であって主
務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの 市町村長

54
住宅地区改良法第二条第二項に
規定する施行者である都道府県
知事又は市町村長

住宅地区改良法による改良住宅の管理
若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは
変更又は収入超過者に対する措置に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

57 都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の
支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律による療養介護若しくは施設入所支援に関
する情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

58 地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法による短期給
付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

59
地方公務員共済組合又は全国
市町村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法又は地方公務
員等共済組合法の長期給付等に関する
施行法による年金である給付の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

61 市町村長
老人福祉法による福祉の措置に関する事
務であって主務
省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

62 市町村長
老人福祉法による費用の徴収に関する事
務であって主務
省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

66
厚生労働大臣又は都道府県知
事

特別児童扶養手当等の支給に関する法
律による特別児童扶養手当の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

67 都道府県知事等

特別児童扶養手当等の支給に関する法
律による障害児福祉手当若しくは特別障
害者手当又は昭和六十年法律第三十四
号附則第九十七条第一項の福祉手当の
支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

70 市町村長
母子保健法による費用の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

77 厚生労働大臣
雇用保険法による未支給の失業等給付
又は介護休業給付金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令でめるもの 市町村長

80 後期高齢者医療広域連合

高齢者の医療の確保に関する法律による
後期高齢者医療給付の支給又は保険料
の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

84 厚生労働大臣

昭和六十年法律第三十四号附則第八十
七条第二項の規定により厚生年金保険の
実施者たる政府が支給するものとされた
年金である保険給付の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長
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89
都道府県知事又は広島市長若し
くは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法
律による保健手当又は葬祭料の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの 市町村長

91 厚生労働大臣

平成八年法律第八十二号附則第十六条
第三項の規定により厚生年金保険の実施
者たる政府が支給するものとされた年金
である給付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

92

平成八年法律第八十二号附則
第三十二条第二項に規定する存
続組合又は平成八年法律第八
十二号附則第四十八条第一項に
規定する指定基金

平成八年法律第八十二号による年金であ
る長期給付又は年金である給付の支給に
関する事務であって主務省令で定めるも
の

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

94 市町村長
介護保険法による保険給付の支給、地域
支援事業の実施又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

96 都道府県知事
被災者生活再建支援法による被災者生
活再建支援金の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの 市町村長

101 厚生労働大臣

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職
員共済組合制度の統合を図るための農林
漁業団体職員共済組合法等を廃止する
等の法律附則第十六条第三項の規定に
より厚生年金保険の実施者たる政府が支
給するものとされた年金である給付の支
給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

102 農林漁業団体職員共済組合

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職
員共済組合制度の統合を図るための農林
漁業団体職員共済組合法等を廃止する
等の法律による年金である給付（同法附
則第十六条第三項の規定により厚生年金
保険の実施者たる政府が支給するものと
された年金である給付を除く。）若しくは一
時金の支給又は特例業務負担金の徴収
に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

103 独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法による
農業者年金事業の給付の支給若しくは保
険料その他徴収金の徴収又は同法附則
第六条第一項第一号の規定により独立行
政法人農業者年金基金が行うものとされ
た平成十三年法律第三十九号による改正
前の農業者年金基金法若しくは平成二年
法律第二十一号による改正前の農業者
年金基金法による給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

105
独立行政法人医薬品医療機器
総合機構

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
法による副作用救済給付又は感染救済
給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの 市町村長

106
独立行政法人日本学生支援機
構

独立行政法人日本学生支援機構法によ
る学資の貸与に関する事務であって主務
省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

108 都道府県知事又は市町村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律による自立支援
給付の支給又は地域生活支援事業の実
施に関する事務であって主務省令で定め
るもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

111 厚生労働大臣

厚生年金保険の保険給付及び国民年金
の給付に係る時効の特例等に関する法律
による保険給付又は給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの 市町村長

112 厚生労働大臣

厚生年金保険の保険給付及び国民年金
の給付の支払の遅延に係る加算金の支
給に関する法律による保険給付遅延特別
加算金又は給付遅延特別加算金の支給
に関する事務であって主務省令で定める
もの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの 市町村長

113
文部科学大臣、都道府県知事又
は都道府県教育委員会

公立高等学校に係る授業料の不徴収及
び高等学校等就学支援金の支給に関す
る法律による就学支援金の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長
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114 厚生労働大臣

職業訓練の実施等による特定求職者の
就職の支援に関する法律による職業訓練
受講給付金の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長

116 市町村長

子ども・子育て支援法による子どものため
の教育・保育給付の支給又は地域子ど
も・子育て支援事業の実施に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律による自立支援給付の支給に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

市町村長

117 厚生労働大臣

年金生活者支援給付金の支給に関する
法律による年金生活者支援給付金の支
給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険
給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

市町村長

120 都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律
による特定医療費の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主
務省令で定めるもの

市町村長
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NO 移転先 ①法律上の根拠 ②移転先における用途
③対象と
なる本人
の数

④移転する情報
⑤移転する情報
の対象となる本
人の範囲

⑥移転方法 ⑦時期・頻度

1 市民税課
番号法第９条第
１項別表第１の
項目16

地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税
の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則
事件の調査を含む。）に関する事務であって
主務省令で定めるもの

10万人以
上100万
人未満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

庁内連携シ
ステム

随時照会

地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税
の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則
事件の調査を含む。）に関する事務であって
主務省令で定めるもの

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二
百二十三号）による被災者台帳の作成に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税
の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則
事件の調査を含む。）に関する事務であって
主務省令で定めるもの

地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲
渡割に関する調査（犯則事件の調査を含
む。）に関する事務であって主務省令で定
めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税
の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則
事件の調査を含む。）に関する事務であって
主務省令で定めるもの

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百
九十二号）による保険給付の支給又は保険
料の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

三十一厚生労働大臣国民年金法（昭和三
十四年法律第百四十一号）による年金であ
る給付若しくは一時金の支給、保険料その
他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は
加入員の資格の取得及び喪失に関する事
項の届出に関する事務であって主務省令で
定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による
後期高齢者医療給付の支給又は保険料の
徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

10万人以
上100万
人未満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

保険年金課4

番号法第９条第
１項別表第１項
目16・30・３１・５
９

1万人以
上10万人
未満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

別紙２　移転先一覧

番号法第９条第
１項別表第１の
項目16・36の2

資産税課2

番号法第９条第
１項別表第１項
目16・17

納税課3

庁内連携シ
ステム

随時照会

庁内連携シ
ステム

10万人以
上100万
人未満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

随時照会

庁内連携シ
ステム

随時照会
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NO 移転先 ①法律上の根拠 ②移転先における用途
③対象と
なる本人
の数

④移転する情報
⑤移転する情報
の対象となる本
人の範囲

⑥移転方法 ⑦時期・頻度

戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和二十
七年法律第百二十七号）による援護に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
（昭和三十八年法律第六十一号）による特
別給付金の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

戦傷病者特別援護法（昭和三十八年法律
第百六十八号）による援護に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給
法（昭和四十年法律第百号）による特別弔
慰金の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給
法（昭和四十一年法律第百九号）による特
別給付金の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

戦没者の父母等に対する特別給付金支給
法（昭和四十二年法律第五十七号）による
特別給付金の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律による
支援給付又は配偶者支援金（以下「中国残
留邦人等支援給付等」という。）の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

6 生活福祉課
番号法第９条第
１項別表第１項
目15

生活保護法（昭和二十五年法律第百四十
四号）による保護の決定及び実施、就労自
立給付金の支給、保護に要する費用の返
還又は徴収金の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

1万人未
満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

庁内連携シ
ステム

随時照会

7 高齢者支援課
番号法第９条第
１項別表第１の
項目41

老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十
三号）による福祉の措置又は費用の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

1万人以
上10万人
未満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

庁内連携シ
ステム

随時照会

8 介護保険課
番号法第９条第
１項別表第１の
項目68

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）
による保険給付の支給、地域支援事業の実
施又は保険料の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

1万人以
上10万人
未満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

庁内連携シ
ステム

随時照会

地域福祉推進
課

5
庁内連携シ
ステム

随時照会

番号法第９条第
１項別表第１項
目２０・４０・４２・
４８・５０・５３・６３

1万人未
満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。
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NO 移転先 ①法律上の根拠 ②移転先における用途
③対象と
なる本人
の数

④移転する情報
⑤移転する情報
の対象となる本
人の範囲

⑥移転方法 ⑦時期・頻度

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十
四号）による里親の認定、養育里親の登
録、小児慢性特定疾病医療費、療育の給
付、障害児入所給付費、高額障害児入所給
付費、特定入所障害児食費等給付費若しく
は障害児入所医療費の支給、日常生活上
の援助及び生活指導並びに就業の支援の
実施、負担能力の認定又は費用の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児通所給付費、特例
障害児通所給付費、高額障害児通所給付
費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談
支援給付費若しくは特例障害児相談支援
給付費の支給、障害福祉サービスの提供、
保育所における保育の実施若しくは措置又
は費用の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第
二百八十三号）による身体障害者手帳の交
付に関する事務であって主務省令で定める
もの

身体障害者福祉法による障害福祉サービ
ス、障害者支援施設等への入所等の措置
又は費用の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律（昭和二十五年法律第百二十三号）によ
る診察、入院措置、費用の徴収、退院等の
請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付
に関する事務であって主務省令で定めるも
の
知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第
三十七号）による障害福祉サービス、障害
者支援施設等への入所等の措置又は費用
の徴収に関する事務であって主務省令で定
めるもの

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二
百二十三号）による被災者台帳の作成に関
する事務であって主務省令で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給
付金の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
（昭和三十九年法律第百三十四号）による
特別児童扶養手当の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律（平成十七年法律第
百二十三号）による自立支援給付の支給又
は地域生活支援事業の実施に関する事務
であって主務省令で定めるもの

子ども・子育て支援法（平成二十四年法律
第六十五号）による子どものための教育・保
育給付の支給又は地域子ども・子育て支援
事業の実施に関する事務であって主務省令
で定めるもの

難病の患者に対する医療等に関する法律
（平成二十六年法律第五十号）による特定
医療費の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

庁内連携シ
ステム

随時照会

番号法第９条第
１項別表第１項
目7・8・11・12・
14・34・36の2・
46・47・84・98

障害者福祉課9
1万人以
上10万人
未満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。
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NO 移転先 ①法律上の根拠 ②移転先における用途
③対象と
なる本人
の数

④移転する情報
⑤移転する情報
の対象となる本
人の範囲

⑥移転方法 ⑦時期・頻度

予防接種法（昭和二十三年法律第六十八
号）による予防接種の実施、給付の支給又
は実費の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
による障害児福祉手当若しくは特別障害者
手当又は国民年金法等の一部を改正する
法律（昭和六十年法律第三十四号。以下
「昭和六十年法律第三十四号」という。）附
則第九十七条第一項の福祉手当の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

健康増進法（平成十四年法律第百三号）に
よる健康増進事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

児童福祉法による助産施設における助産
の実施又は母子生活支援施設における保
護の実施に関する事務であって主務省令で
定めるもの

児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二
百三十八号）による児童扶養手当の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三
十九年法律第百二十九号）による資金の貸
付けに関する事務であって主務省令で定め
るもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配
偶者のない者で現に児童を扶養しているも
の又は寡婦についての便宜の供与に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配
偶者のない者で現に児童を扶養しているも
の又は寡婦についての便宜の供与に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
による障害児福祉手当若しくは特別障害者
手当又は国民年金法等の一部を改正する
法律（昭和六十年法律第三十四号。以下
「昭和六十年法律第三十四号」という。）附
則第九十七条第一項の福祉手当の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

母子保健法（昭和四十年法律第百四十一
号）による保健指導、新生児の訪問指導、
健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交
付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、
未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しく
は養育医療に要する費用の支給又は費用
の徴収に関する事務であって主務省令で定
めるもの

児童福祉法による障害児通所給付費、特例
障害児通所給付費、高額障害児通所給付
費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談
支援給付費若しくは特例障害児相談支援
給付費の支給、障害福祉サービスの提供、
保育所における保育の実施若しくは措置又
は費用の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

1万人未
満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

庁内連携シ
ステム

随時照会

子ども・子育て支援法（平成二十四年法律
第六十五号）による子どものための教育・保
育給付の支給又は地域子ども・子育て支援
事業の実施に関する事務であって主務省令
で定めるもの

1万人未
満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

庁内連携シ
ステム

随時照会

番号法第９条第
１項別表第１の
項目１０・４９・７６

健康推進課10
1万人以
上10万人
未満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

庁内連携シ
ステム

随時照会

庁内連携シ
ステム

随時照会

番号法第９条第
１項別表第１の
項目８、94

保育支援課12

番号法第９条第
１項別表第１項
目９・３７・４４・４
９・５６・４３・４５

子育て応援課11
1万人以
上10万人
未満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。
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NO 移転先 ①法律上の根拠 ②移転先における用途
③対象と
なる本人
の数

④移転する情報
⑤移転する情報
の対象となる本
人の範囲

⑥移転方法 ⑦時期・頻度

健康保険法第五条第二項又は第百二十三
条第二項の規定により厚生労働大臣が行う
こととされた健康保険に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

母子保健法（昭和四十年法律第百四十一
号）による保健指導、新生児の訪問指導、
健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交
付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、
未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しく
は養育医療に要する費用の支給又は費用
の徴収に関する事務であって主務省令で定
めるもの

14 住宅課
番号法第９条第
１項別表第１の
項目19

公営住宅法による公営住宅（同法第二条第
二号に規定する公営住宅をいう。以下同
じ。）の管理に関する事務であって主務省令
で定めるもの

10万人以
上100万
人未満

個人番号、氏名、
住所、生年月日、
性別、世帯情報、
在住判定等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

庁内連携シ
ステム

随時照会

15 情報戦略課

番号法第19条第
７号に基づき情
報を提供するた
め

庁内をはじめ、庁外等へデータを提供する
データ連携基盤システム等にデータの格納
等のため。

10万人以
上100万
人未満

個人番号、氏名、
住所、生年月日、
性別、世帯情報、
在住判定等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

庁内連携シ
ステム

随時照会

16
議会事務局
庶務課・議事

課

番号法第９条第
１項別表第１の
項目９３

平成二十三年法律第五十六号による年金
である給付の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

1万人未
満

個人番号、４情
報、世帯情報、在
住判定、外国人
情報等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。

庁内連携シ
ステム

随時照会

17
防災危機管理

課

番号法第９条第
１項別表第１の
項目36の２

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二
百二十三号）による被災者台帳の作成に関
する事務であって主務省令で定めるもの

10万人以
上100万
人未満

個人番号、氏名、
住所、生年月日、
性別、世帯情報、
在住判定、外国
人情報等。

災害対策基本
法第2条第1号
に規定する災害
が府中市域に
発生した時点
で、被災した市
内在住の自然
人の数。

庁内連携シ
ステム

随時照会

庁内連携シ
ステム

随時照会
番号法第９条第
１項別表第１の
項目1、56

職員課13
1万人未
満

個人番号、氏名、
住所、生年月日、
性別、世帯情報、
在住判定等。

業務対象者でか
つ住民基本台
帳ファイルに保
有している対象
者。
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府中市情報公開・個人情報保護審議会資料     令和５年３月３日 

 

 

特定個人情報保護評価全項目評価書について 

 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（以下「番号法」といいます。）では、特定個人情報を保有しようとす

るときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、漏えいその他の事

態を発生させるリスクを分析し、それらのリスクを軽減するための措置と

して、特定個人情報保護評価を実施することが義務付けられております。 

 特定個人情報保護評価は、すべての事務に同一の評価を義務付けるので

はなく、「しきい値判断」を実施し、その結果に基づき、個人のプライバシ

ー等の権利利益に影響を与えるリスクが高いと考えられる事務について

は、より手厚い評価を実施することが義務付けられております。 

「しきい値判断」については、次のとおりです。 
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　資料１　



 「しきい値判断」の結果、現在本市では「基礎項目評価」、「重点項目評

価」及び「全項目評価」の対象となる事務があり、当該事務の特定個人情

報保護評価書（以下「評価書」といいます。）を作成し、公表しているとこ

ろでございますが、「住民基本台帳に関する事務」は、「全項目評価」の対

象となっております。 

一度公表した評価書については、特定個人情報保護評価に関する規則

（以下「規則」といいます。）第１４条第１項において、少なくとも１年に

１回は記載事項を実態に照らして見直し、変更が必要か否かを検討するよ

う努めることとされているほか、規則第１５条及び特定個人情報保護評価

指針において、次の場合は特定個人情報保護評価を再実施する必要がある

とされております。 

 

前回評価を行い、評価書を公表したのが平成３０年４月１日であること

から、当該規定に基づき、今回「全項目評価」を再実施することといたし

ました。 

なお、「全項目評価」を行う場合は、規則第７条第４項において、個人情

報の保護に関する学識経験のある者を含む者で構成される合議制の機関

等の意見を聴くものとされております。 

①特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとする場合 

②しきい値判断の結果が変わり、新たに重点項目評価又は全項目評価

を実施するものと判断された場合 

③直近の特定個人情報保護評価書を公表してから５年が経過する場合 
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No 事務を所管する課
1 財産活用課

2 契約課

3 契約課

4 法制文書課

5 法制文書課

6 法制文書課

7 協働共創推進課

8 地域コミュニティ課

9 多様性社会推進課

10 多様性社会推進課

11 環境政策課

12 文化生涯学習課

13 介護保険課

14 介護保険課

15 介護保険課

16 介護保険課

17 介護保険課

18 介護保険課

19 障害者福祉課

20 障害者福祉課

21 障害者福祉課

22 子ども家庭支援課

23 道路課

No 個人情報を取り扱う事務の名称 削除理由 事務を所管する課
1 東京2020オリンピック自転車競技ロードレースコースサポーターに関する事務 事業廃止のため 政策課
2 東京2020オリンピック・パラリンピック府中市聖火リレーサポーターに関する事務 事業廃止のため 政策課

3 外国人おもてなし語学ボランティア育成講座 事業廃止のため 協働共創推進課

4 マイバッグコンクール 事業廃止のため 資源循環推進課

5 要介護認定業務 届出重複のため 介護保険課

府中市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する事務

ＰＣＲ検査等経費助成事業に関する事務

障害者有料道路通行料金割引制度に関する事務

都営交通無料乗車券発行に関する事務

出産子育て応援事業

地籍調査に関する事務

府中生涯学習センターにおける生涯学習ボランティア

府中市介護保険事業者等における事故発生時の報告管理業務

軽度者に対する福祉用具貸与

ケアプラン関係事務（高齢者住まい等点検・セルフケアプラン）

指定地域密着型（介護予防）サービス事業所他市町村同意協議
府中市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の
指定等に関する事務

契約入札事務

入札等監視委員会

訴訟に関する事務

審査請求に関する事務

法務相談に関する事務

「共創の窓口」事務

自治会掲示板整備事業補助金事務

男女共同参画推進協議会　委員報酬関連事務

パートナーシップ宣誓制度

低未利用土地の特別控除に係る要件の確認事務

報告事務一覧表
新たに目録に追加する事務

個人情報を取り扱う事務の名称

目録から削除する事務

本町公共用地防犯カメラ設置及び運用事務
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No 事務を所管する課

1 国民健康保険資格事務 保険年金課

2 特産品等開発支援事業 産業振興課

3 相談記録事務 環境政策課

4 保護する樹木等の指定に対する奨励金交付 環境政策課

5 自主清掃受付事務 環境政策課

6 ハチ類駆除事務 環境政策課

7 空家整備指導事務 環境政策課

8 府中市芸術文化協会 文化生涯学習課

9 府中市民芸術文化祭運営事務 文化生涯学習課

10 府中市民芸術文化奨励賞 文化生涯学習課

11 府中市生涯学習センターの施設予約受付及び貸出業務 文化生涯学習課

12 府中市市民会館の施設予約受付及び貸出業務 文化生涯学習課

13 府中市立府中の森芸術劇場の施設予約受付及び貸出業務 文化生涯学習課

14 府中市立府中の森芸術劇場分館の施設予約受付及び貸出業務 文化生涯学習課

15 図書館サービス（貸出・予約等）事務 図書館

16 府中地区保護司会 地域福祉推進課

17 府中市赤十字奉仕団 地域福祉推進課

18 府中市遺族会 地域福祉推進課

19 社会福祉法人指導検査事務 地域福祉推進課

20 地域福祉コーディネーター事業 地域福祉推進課

21 健康・福祉基金寄附金 地域福祉推進課

22 避難行動要支援者対策事業に関する事務 高齢者支援課

23 府中市バックベッド確保事業 高齢者支援課

24 府中市高齢者住替支援事業 高齢者支援課

25 自立支援医療に関する事務 障害者福祉課

26 児童手当 子育て応援課

27 子ども医療費助成 子育て応援課

28 地域子育て支援事業 保育支援課

29 青少年健全育成標語コンクール 児童青少年課

30 子ども緊急避難の家 児童青少年課

31 青少年健全育成交流事業（小学生バレーボールのつどい・小学生綱引きのつどい） 児童青少年課

32 放課後子ども教室事業 児童青少年課

33 府中市レクリーダー関係事務 児童青少年課

34 健全育成協力店 児童青少年課

35 法定外公共物（道路・水路）の用途廃止及び付替交換・払下げに係る申請書 道路課

36 都市計画証明に関する事務 計画課

37 生産緑地関連事務 公園緑地課

38 市民花壇運営事務 公園緑地課

39 下水道基本料金障害者減免事務 下水道課

40 狭あい道路拡幅整備事業に関する事務 建築指導課

41 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 住宅課

42 耐震改修等補助事業 住宅課

43 要緊急安全確認大規模建築物耐震化促進事業 住宅課

44 マンション適正管理促進事業 住宅課

45 分譲マンション耐震化促進事業 住宅課

46 登校・登園許可証明事務 学務保健課

47 給食管理事務 学務保健課

48 市費講師等任用事業 指導室

個人情報を取り扱う事務の名称

既に届け出た事務の内容を変更するもの
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特定個人情報保護評価に関する規則 

1/10 

○特定個人情報保護評価に関する規則 

(平成二十六年四月十八日) 

(特定個人情報保護委員会規則第一号) 

改正 平成二七年一二月二二日特定個人情

報保護委員会規則第四号 

同二九年四月二七日個人情報保護委員会

規則第三号 

同三〇年五月二一日同第二号 令和三年八月二五日同第三号 

同四年三月三一日同第三号  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五

年法律第二十七号)第二十七条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施する

ため、特定個人情報保護評価に関する規則を次のように定める。 

特定個人情報保護評価に関する規則 

(特定個人情報保護評価の実施) 

第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下

「法」という。)第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価(以下単に「特定個

人情報保護評価」という。)は、法第二十八条の規定、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第

三十一条の規定及びこの規則の規定並びに法第二十七条第一項の規定に基づき個人情

報保護委員会が定める指針(以下単に「指針」という。)に基づいて実施するものとする。 

(平二七特個規四・平二九個情規三・令四個情規三・一部改正) 

(定義) 

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次

の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 基礎項目評価書 法第二条第十四項に規定する行政機関の長等(以下単に「行政機

関の長等」という。)が、指針で定めるところにより、法第二十八条第一項第一号か

ら第四号までに掲げる事項及び特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を

保護するための主な措置の実施状況を評価した結果を記載し、又は記録した書面又は

電磁的記録をいう。 

二 重点項目評価書 行政機関の長等が、指針で定めるところにより、法第二十八条第

一項第一号から第六号までに掲げる事項及び特定個人情報ファイルの取扱いにより

個人の権利利益を害する可能性のある要因の概要を評価した結果を記載し、又は記録

した書面又は電磁的記録をいう。 
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特定個人情報保護評価に関する規則 

2/10 

三 地方公共団体等 行政機関の長等のうち、地方公共団体の機関及び地方独立行政法

人をいう。 

(平二九個情規三・平三〇個情規二・一部改正) 

(特定個人情報保護評価の計画等を記載した書面等の提出) 

第三条 行政機関の長等は、法及びこの規則の規定に基づき、基礎項目評価書、重点項目

評価書又は法第二十八条第一項に規定する評価書を個人情報保護委員会に提出すると

きは、当該行政機関の長等が実施する特定個人情報保護評価の計画その他指針で定める

事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を併せて提出するものとする。 

(平二七特個規四・平二九個情規三・一部改正) 

(法第二十八条第一項の特定個人情報ファイル) 

第四条 法第二十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める特定個人情報ファイル

は、次に掲げるものとする。 

一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下本号及び次号にお

いて「個人情報保護法」という。)第七十四条第二項第三号若しくは個人情報の保護

に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第十九条第三項に規定する個人情

報ファイルであって行政機関若しくは独立行政法人等が保有するもの又は行政機関

の長等(行政機関の長及び独立行政法人等を除く。)の役員若しくは職員若しくはこれ

らの職にあった者若しくはこれらの者の被扶養者若しくは遺族に係る個人情報保護

法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって、専らその人事、給与

若しくは福利厚生に関する事項若しくはこれらに準ずる事項を記録するもののうち、

行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものに該当する特定個人情報ファ

イル 

二 個人情報保護法第六十条第二項第二号に規定する個人情報ファイルであって行政

機関等(法第二条第四項に規定する行政機関等をいう。以下本号において同じ。)が保

有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項第二号に規定する個人情報データベ

ース等であって行政機関等以外の者が保有するものに該当する特定個人情報ファイ

ル 

三 行政機関の長等が特定個人情報ファイル(第一号、前号又は次号から第七号までの

いずれかに該当するものを除く。以下本号において同じ。)を取り扱う事務において

保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が千人未満であ

る場合における、当該特定個人情報ファイル 
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特定個人情報保護評価に関する規則 

3/10 

四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条第一項の規定により設立された健

康保険組合の保有する被保険者若しくは被保険者であった者又はその被扶養者の医

療保険に関する事項を記録する特定個人情報ファイル 

五 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町

村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、厚生年金保険法等の一部を改正

する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合、同法

附則第四十八条第一項の規定により指定された指定基金、地方公務員等共済組合法の

一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に

規定する存続共済会又は地方公務員災害補償基金の保有する組合員若しくは組合員

であった者又はその被扶養者の共済に関する事項を記録する特定個人情報ファイル 

六 法第十九条第八号に規定する情報照会者(行政機関の長、地方公共団体の機関、独

立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)の保有する特定個人情報ファイルであ

って、法別表第二の第二欄に掲げる事務において保有するもの以外のもの及び法第十

九条第八号に規定する情報提供者(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法

人等及び地方独立行政法人を除く。)の保有する特定個人情報ファイルであって、当

該情報提供者が個人番号を用いる事務において保有するもの(法別表第二の第四欄に

掲げる特定個人情報を記録するものに限る。)以外のもの並びに法第十九条第九号に

規定する条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルであって、当該条

例事務関係情報提供者が個人番号を用いる事務において保有するもの(法別表第二の

第四欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会

規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録

されたものに限る。)をいう。)以外のもの 

七 会計検査院が検査上の必要により保有する特定個人情報ファイル 

八 行政機関の長等が、次条第二項の規定による基礎項目評価書の公表を行った場合で

あって、当該基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務が次のいず

れかに該当するときにおける、当該基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイル 

イ 行政機関の長等が特定個人情報ファイル(第一号から前号までのいずれかに該当

するものを除く。以下本号、次条及び第六条において同じ。)を取り扱う事務にお

いて保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が千人以

上一万人未満であるとき。 

ロ 行政機関の長等が特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全て
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の特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が一万人以上十万人未満で

ある場合であって、当該事務に従事する者の数が五百人未満であるとき(当該行政

機関の長等において過去一年以内に特定個人情報の漏えいその他の事故(重大なも

のとして指針で定めるものに限る。以下「特定個人情報に関する重大事故」という。)

が発生したとき又は当該行政機関の長等が過去一年以内に当該行政機関の長等に

おける特定個人情報に関する重大事故の発生を知ったときを除く。)。 

九 行政機関の長等が、第六条第三項の規定による重点項目評価書の公表及び当該重点

項目評価書に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務について次条第二項の規定

による基礎項目評価書の公表を行った場合における、当該重点項目評価書及び基礎項

目評価書に係る特定個人情報ファイル 

十 地方公共団体等が、第七条第六項の規定による評価書の公表及び当該評価書に係る

特定個人情報ファイルを取り扱う事務について次条第二項の規定による基礎項目評

価書の公表を行った場合における、当該評価書及び基礎項目評価書に係る特定個人情

報ファイル 

(平二七特個規四・平二九個情規三・令三個情規三・令四個情規三・一部改正) 

(基礎項目評価) 

第五条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定

個人情報ファイルを保有する前に、基礎項目評価書を個人情報保護委員会に提出するも

のとする。当該特定個人情報ファイルについて、次条第一項、第七条第一項及び法第二

十八条第一項の規定により重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 

２ 行政機関の長等は、前項の規定により基礎項目評価書を提出したときは、速やかに当

該基礎項目評価書を公表するものとする。この場合においては、第十条第一項の規定を

準用する。 

(平二七特個規四・平二九個情規三・一部改正) 

(重点項目評価) 

第六条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとする場合であって、当

該特定個人情報ファイルを取り扱う事務が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

特定個人情報ファイルを保有する前に、重点項目評価書を個人情報保護委員会に提出す

るものとする。当該特定個人情報ファイルについて、第十一条に規定する重要な変更を

加えようとするときも、同様とする。 

一 行政機関の長等が特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての
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特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が一万人以上十万人未満である

場合であって、当該事務に従事する者の数が五百人以上であるとき又は当該行政機関

の長等において過去一年以内に特定個人情報に関する重大事故が発生したとき若し

くは当該行政機関の長等が過去一年以内に当該行政機関の長等における特定個人情

報に関する重大事故の発生を知ったとき。 

二 行政機関の長等が特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての

特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数が十万人以上三十万人未満であ

る場合であって、当該事務に従事する者の数が五百人未満であるとき(当該行政機関

の長等において過去一年以内に特定個人情報に関する重大事故が発生したとき又は

当該行政機関の長等が過去一年以内に当該行政機関の長等における特定個人情報に

関する重大事故の発生を知ったときを除く。)。 

２ 第十四条第三項の規定により準用する同条第二項の規定による公表をした基礎項目

評価書に係る特定個人情報ファイルが、前項第一号又は第二号に該当するとき(当該特

定個人情報ファイルが、第十四条第三項の規定により準用する同条第一項の規定による

修正前においては、第四条第八号イ又はロに該当していた場合に限る。)は、行政機関

の長等は、重点項目評価書を個人情報保護委員会に提出するものとする。 

３ 行政機関の長等は、前二項の規定により重点項目評価書を提出したときは、速やかに

当該重点項目評価書を公表するものとする。この場合においては、第十条第一項及び第

二項の規定を準用する。 

(平二七特個規四・一部改正) 

(地方公共団体等による評価) 

第七条 地方公共団体等は、特定個人情報ファイル(第四条第一号から第九号までのいず

れかに該当するものを除く。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイル

を保有する前に、法第二十八条第一項に規定する評価書を公示し、広く住民その他の者

の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、第十一条に規定する

重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 

２ 第十四条第三項の規定により準用する同条第二項の規定により地方公共団体等が公

表した基礎項目評価書に係る特定個人情報ファイルが、第四条第八号イ若しくはロ又は

前条第一項第一号若しくは第二号のいずれにも該当しないとき(当該特定個人情報ファ

イルが、第十四条第三項の規定により準用する同条第一項の規定による修正前において

は、第四条第八号イ若しくはロ又は前条第一項第一号若しくは第二号に該当していた場
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合に限る。)は、地方公共団体等は、法第二十八条第一項に規定する評価書を公示し、

広く住民その他の者の意見を求めるものとする。 

３ 前二項の規定による評価書の公示については、第十条第一項及び第二項の規定を準用

する。 

４ 第一項前段及び第二項の場合において、地方公共団体等は、これらの規定により得ら

れた意見を十分考慮した上で当該評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記

載された特定個人情報ファイルの取扱いについて、個人情報の保護に関する学識経験の

ある者を含む者で構成される合議制の機関、当該地方公共団体等の職員以外の者で個人

情報の保護に関する学識経験のある者その他指針に照らして適当と認められる者の意

見を聴くものとする。当該特定個人情報ファイルについて、第十一条に規定する重要な

変更を加えようとするときも、同様とする。 

５ 地方公共団体等は、前項の規定により意見を聴いた後に、当該評価書を個人情報保護

委員会に提出するものとする。 

６ 地方公共団体等は、前項の規定により法第二十八条第一項に規定する評価書を提出し

たときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。この場合においては、第十条第

一項及び第二項の規定を準用する。 

(平二七特個規四・平二九個情規三・一部改正) 

(行政機関の長等による評価) 

第八条 第十四条第三項の規定により準用する同条第二項の規定により行政機関の長等

(地方公共団体等を除く。以下この条において同じ。)が公表した基礎項目評価書に係る

特定個人情報ファイル(当該特定個人情報ファイルが、第十四条第三項の規定により準

用する同条第一項の規定による修正前においては、第四条第八号イ若しくはロ又は第六

条第一項第一号若しくは第二号に該当していた場合に限る。)が、第四条第八号イ若し

くはロ又は第六条第一項第一号若しくは第二号のいずれにも該当しないときは、行政機

関の長等は、法第二十八条第一項前段、第二項前段及び第三項に規定する手続を経て、

同条第四項に規定する公表を行うものとする。この場合においては、第十条第一項及び

第二項の規定を準用する。 

(平二九個情規三・令四個情規三・一部改正) 

(公示の時期) 

第九条 行政機関の長等は、法第二十八条第一項の規定による評価書の公示を行うに当た

っては、指針で定めるところにより、当該評価書に係る特定個人情報ファイルが電子情
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報処理組織により取り扱われるものであるときは、当該特定個人情報ファイルを取り扱

うために使用する電子情報処理組織を構築する前に、当該評価書に係る特定個人情報フ

ァイルが電子情報処理組織により取り扱われるものでないときは、当該特定個人情報フ

ァイルを取り扱う事務を実施する体制その他当該事務の実施に当たり必要な事項の検

討と併せて行うものとする。第五条第一項の規定による基礎項目評価書の提出、第六条

第一項の規定による重点項目評価書の提出及び第七条第一項の規定による評価書の公

示を行う場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により緊急に特定個人情報フ

ァイルを保有する又は特定個人情報ファイルに重要な変更を加える必要がある場合は、

行政機関の長等は、当該特定個人情報ファイルを保有した後又は当該特定個人情報ファ

イルに重要な変更を加えた後速やかに法第二十八条第一項の規定による評価書の公示

を行うものとする。第五条第一項の規定による基礎項目評価書の提出、第六条第一項の

規定による重点項目評価書の提出及び第七条第一項の規定による評価書の公示を行う

場合も、同様とする。 

(平二九個情規三・一部改正) 

(公示の特例) 

第十条 行政機関の長等は、法第二十八条第一項に規定する公示を行うに当たり、当該公

示に係る評価書が犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公

訴の提起若しくは維持のために保有する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に係る

ものであるときは、その全部又は一部を公示しないことができる。 

２ 前項の場合を除くほか、行政機関の長等は、法第二十八条第一項に規定する評価書に

記載した事項を公示することにより、特定個人情報の適切な管理に著しい支障を及ぼす

おそれがあると認めるときは、評価書に記載する事項の一部を公示しないことができる。 

(平二九個情規三・一部改正) 

(重要な変更) 

第十一条 法第二十八条第一項及び第二項の個人情報保護委員会規則で定める重要な変

更は、本人として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲の変更その他特定個人

情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響が大きい変更として指針で定める

ものとする。 

(平二七特個規四・平二九個情規三・一部改正) 

(記載事項) 
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第十二条 法第二十八条第一項第七号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、特定個

人情報ファイルの取扱いにより個人の権利利益を害する可能性のある要因とする。 

(平二七特個規四・平二九個情規三・一部改正) 

(評価書の公表) 

第十三条 法第二十八条第四項の規定による評価書の公表については、第十条第一項及び

第二項の規定を準用する。 

(平二九個情規三・一部改正) 

(評価書の修正) 

第十四条 行政機関の長等は、少なくとも一年ごとに、法第二十八条第四項の規定による

公表をした評価書(第八条の規定による公表をした場合は、同条の規定による公表をし

た評価書)に記載した事項の見直しを行うよう努めるものとし、行政機関の長等が重大

事故を発生させた場合その他当該評価書に記載した事項に変更があった場合(法第二十

八条第一項に規定する重要な変更に該当する場合を除く。)は、速やかに当該評価書を

修正し、個人情報保護委員会に提出するものとする。 

２ 行政機関の長等は、前項の規定による提出をしたときは、速やかに当該評価書を公表

するものとする。この場合においては、第十条第一項及び第二項の規定を準用する。 

３ 前二項の規定は、第五条第二項の規定による公表をした基礎項目評価書、第六条第三

項の規定による公表をした重点項目評価書及び第七条第六項の規定による公表をした

評価書に準用する。 

(平二七特個規四・平二九個情規三・一部改正) 

(一定期間経過後の特定個人情報保護評価) 

第十五条 行政機関の長等は、指針で定めるところにより、第五条第二項の規定による公

表をした日、第六条第三項の規定による公表をした日、第七条第六項の規定による公表

をした日又は法第二十八条第四項の規定による公表をした日(第八条の規定による公表

をした場合は、同条の規定による公表をした日)から一定期間を経過するごとに、それ

ぞれの規定による公表をした基礎項目評価書、重点項目評価書又は法第二十八条第一項

に規定する評価書に係る特定個人情報ファイルを取り扱う事務について、再び特定個人

情報保護評価を実施するよう努めるものとする。 

(平二九個情規三・一部改正) 

(事務の実施をやめた旨の通知) 

第十六条 行政機関の長等は、第五条第二項の規定による公表をした基礎項目評価書、第
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六条第三項の規定による公表をした重点項目評価書、第七条第六項の規定による公表を

した評価書及び法第二十八条第四項の規定による公表をした評価書(第八条の規定によ

る公表をした場合は、同条の規定による公表をした評価書)に係る特定個人情報ファイ

ルを取り扱う事務の実施をやめたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨

を通知するものとする。 

(平二七特個規四・平二九個情規三・一部改正) 

附 則 

この規則は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

(施行の日＝平成二六年四月二〇日) 

附 則 (平成二七年一二月二二日特定個人情報保護委員会規則第四号) 

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定

の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 

附 則 (平成二九年四月二七日個人情報保護委員会規則第三号) 

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年五月三

十日)から施行する。 

附 則 (平成三〇年五月二一日個人情報保護委員会規則第二号) 

(施行期日) 

第一条 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。 

(経過措置) 

第二条 この規則の施行の際現に改正前の特定個人情報保護評価に関する規則(以下「旧

規則」という。)第五条第二項又は旧規則第十四条第三項の規定により準用する同条第

二項の規定により公表されている旧規則第二条第一号に規定する基礎項目評価書につ

いては、この規則による改正に伴う変更について、この規則の施行の日から起算して六

月を経過する日までの間は、旧規則第十四条第三項の規定により準用する同条第一項及

び第二項の規定にかかわらず、修正、提出及び公表することを要しない。 

附 則 (令和三年八月二五日個人情報保護委員会規則第三号) 

この規則は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。 

附 則 (令和四年三月三一日個人情報保護委員会規則第三号) 
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(施行の日＝令和四年四月一日) 
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○府中市個人情報の保護に関する条例 

平成15年６月20日 

条例第８号 

 改正 平成17年９月30日条例第18号 平成27年９月25日条例第26号 

 平成27年12月21日条例第28号 平成27年12月21日条例第30号 

 平成29年７月６日条例第15号 令和３年12月22日条例第22号 

目次 

第１章 総則(第１条～第５条) 

第２章 個人情報の収集(第６条～第９条) 

第３章 個人情報の管理(第10条～第12条) 

第４章 個人情報の利用及び提供(第13条～第15条) 

第５章 自己情報の開示請求等の権利(第16条～第28条) 

第６章 苦情の申出及び審査請求(第29条～第38条) 

第７章 府中市情報公開・個人情報保護審議会(第39条) 

第８章 事業者等に対する措置(第40条～第42条) 

第９章 雑則(第43条～第47条) 

第１０章 罰則(第48条～第52条) 

付則 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、個人に関する情報の取扱いについての基本的事項を定め、府中市(以

下「市」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する権

利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、市政の適正な運営に

資することを目的とする。 

(用語の定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資

産評価審査委員会及び議会をいう。 

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)

で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、実施機関が保有する文
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書、図画、写真、フィルム及び電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によって認識することができない方式で記録されるための媒体をいう。以下同じ。)

に記録されるもの又は記録されたものをいう。 

(3) 電子計算組織 一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事

務を処理する組織をいう。 

(4) 事業者 法人(国及び地方公共団体並びに第41条に規定する出資等法人を除く。)

その他の団体及び事業を営む個人をいう。 

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第２条第８項に規定する特

定個人情報をいう。 

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第１項及び第２項(これらの規定を番号法第26条

において準用する場合を含む。)に規定する記録をいう。 

(平27条例26・平29条例15・一部改正) 

(実施機関等の責務) 

第３条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置

を講じなければならない。 

２ 実施機関は、その所属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第３条第２項及

び第３項に定める一般職及び特別職の職員をいう。以下同じ。)に対して、個人情報の

取扱いに関する教育を行い、指導及び監督に努めなければならない。 

３ 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その

職を退いた後も、同様とする。 

(市民の責務) 

第４条 市民は、個人に関する情報の保護の重要性を認識するとともに、相互に個人の権

利利益を尊重し、個人に関する情報の保護に努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第５条 事業者は、その事業の実施に当たっては、個人に関する情報の保護の重要性を認

識するとともに、個人に関する情報の取扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう努めなければならない。 

第２章 個人情報の収集 

(適正収集の原則) 

第６条 実施機関は、個人情報を収集する場合は、個人情報を取り扱う事務の目的を明確
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にし、当該事務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で、適法かつ公正な手

段によって行わなければならない。 

(収集の制限) 

第７条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集する場合は、本人から収集

しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人

以外のものから個人情報(特定個人情報を除く。)を収集することができる。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 

(4) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(5) 所在不明、精神上の障害等の事由により、本人から収集することができないとき。 

(6) 争訟、選考、指導等の事務で、本人から収集したのでは、その事務の目的を達成

し得ないとき、又は事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。 

(7) 他の実施機関から収集するとき。 

(8) 国又は他の地方公共団体から収集することが、事務の執行上やむを得ないと認め

られるとき。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が第39条に規定する府中市情報公開・個人

情報保護審議会(第39条を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴いて、公益上特

に必要があると認めるとき。 

(平27条例26・一部改正) 

(収集の禁止) 

第８条 実施機関は、次に掲げる事項に係る個人情報の収集をしてはならない。ただし、

法令等の定めがあるとき、又は実施機関が審議会の意見を聴いて職務執行上特に必要で

あると認めたときは、この限りでない。 

(1) 思想、信条又は信教に関する事項 

(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項 

(3) 犯罪に関する事項 

(4) 病歴その他の個人の心身に関する事項 

(個人情報を取り扱う事務の届出等) 

第９条 実施機関は、継続して行う個人情報を取り扱う事務を新たに開始しようとすると
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きは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称 

(2) 個人情報の利用の目的 

(3) 個人情報の内容 

(4) 個人情報の対象者 

(5) 個人情報の管理責任者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、府中市規則で定める事項 

２ 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については

適用しない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る事務を廃止

したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

４ 市長は、第１項又は前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を

速やかに審議会に報告しなければならない。 

５ 市長は、第１項又は第３項の規定による届出に係る事項について、目録を作成し、一

般の閲覧に供しなければならない。 

第３章 個人情報の管理 

(適正管理の原則) 

第１０条 実施機関は、個人情報を管理するに当たっては、個人情報の管理責任者を定め

るとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。 

(1) 個人情報をその利用目的に照らして正確かつ最新のものとすること。 

(2) 個人情報の改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。 

(3) 個人情報の漏えいを防止すること。 

２ 実施機関は、管理する必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は

消去しなければならない。 

(委託等に伴う措置) 

第１１条 実施機関は、個人情報の処理を含む業務の全部又は一部を実施機関以外のもの

に委託するとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の２第３項

に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、当該

業務を受託するもの又は当該指定管理者に対して、個人情報の保護について必要な措置

を講じさせなければならない。 

(平17条例18・一部改正) 
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(受託者等の責務等) 

第１２条 実施機関から前条に規定する業務を受託したもの又は市の公の施設の指定管

理者は、個人情報の改ざん、滅失、き損及び漏えいの防止その他の個人情報の適正な管

理について必要な措置を講じなければならない。 

２ 前条の規定により実施機関から委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)に従事

している者若しくは従事していた者又は前項の指定管理者に係る公の施設の管理に関

する業務(以下「管理業務」という。)に従事している者若しくは従事していた者は、受

託業務若しくは管理業務に係る個人情報を漏らし、又は受託業務以外若しくは管理業務

以外の目的で持ち出し、若しくは使用してはならない。 

３ 受託業務に関するこの条例の規定は、市の区域外にある受託者に対してもその効力を

有する。 

(平17条例18・一部改正) 

第４章 個人情報の利用及び提供 

(適正利用の原則) 

第１３条 実施機関は、収集した個人情報を事務の目的に即して適正に利用しなければな

らない。 

(目的外利用及び外部提供の制限) 

第１４条 実施機関は、個人情報の第９条第１項の規定により届け出た事務の目的の範囲

を超えた利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。 

２ 実施機関は、番号法第19条に掲げる場合を除き、個人情報の当該実施機関以外のもの

への提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、個

人情報(特定個人情報を除く。)の目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」とい

う。)をすることができる。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令等に定めがあるとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 

(4) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(5) 市の実施機関内で利用する場合、又は国若しくは他の地方公共団体に提供する場

合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認めら

れるとき。 
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(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上特に必要

があると認めるとき。 

４ 実施機関は、前項の規定により外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、

個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正

な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。 

５ 第１項の規定にかかわらず、実施機関は、府中市個人番号の利用に関する条例(平成

27年12月府中市条例第28号)に定めがあるとき、又は個人の生命、身体若しくは財産を

守るために必要である場合であって、本人の同意があり、若しくは本人の同意を得るこ

とが困難であると認められるときは、特定個人情報(情報提供等記録に記録された特定

個人情報を除く。)の目的外利用をすることができる。 

(平27条例26・平27条例28・一部改正) 

(電子計算組織の結合の制限) 

第１５条 実施機関は、次に掲げる場合を除き、個人情報を処理するため、市の電子計算

組織と国、他の地方公共団体その他市以外のもの(以下「接続先機関」という。)の電子

計算組織との通信回線による結合を行ってはならない。 

(1) 法令等に定めがあるとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、職務執行上特に必

要があると認めるとき。 

２ 実施機関は、市の電子計算組織と接続先機関の電子計算組織との通信回線による結合

により個人情報の処理を行っている場合において、個人情報の漏えい又は不適切な利用

のおそれがあると認めるときは、接続先機関に対して報告を求め、又は必要な調査を行

わなければならない。 

３ 実施機関は、前項の報告又は調査により、個人情報の漏えい又は不適切な利用がある

と認めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴いて、個人情報の保護を図るため、必要

な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、必要

な措置を講じた後、速やかにその内容を審議会に報告しなければならない。 

第５章 自己情報の開示請求等の権利 

(開示の請求) 

第１６条 何人も、実施機関に対し、その実施機関が保有する自己に関する個人情報(第

９条第２項の事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開

示請求」という。)をすることができる。 
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２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しく

は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称す

る。))は、本人に代わって開示請求をすることができる。 

(平27条例26・一部改正) 

(自己情報の開示) 

第１７条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る自己情報が次の各

号のいずれかに該当する場合を除き、開示しなければならない。 

(1) 法令等の規定により、開示することができないとき。 

(2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関するもので、開示することに

より、実施機関の事務の適正な執行に支障を生ずるおそれがあるとき。 

(3) 調査、争訟等に関するもので、開示することにより、実施機関の事務の適正な執

行に支障を生ずるおそれがあるとき。 

(4) 国又は他の地方公共団体から提供されたもので、開示することにより、その情報

を提供した国又は他の地方公共団体の事務の執行に支障を生ずるおそれがあるとき。 

(5) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。 

(6) 代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが本人の利益に反

すると認められるとき。 

(平27条例26・一部改正) 

(部分開示) 

第１８条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に、前条各号の規定により開示しないこ

とができる自己情報(以下「非開示情報」という。)とそれ以外の自己情報がある場合に

おいて、当該開示請求の趣旨を損なうことがないと認めるときは、非開示情報を除いて

開示しなければならない。 

(自己情報の存否に関する情報) 

第１９条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答える

だけで、第17条第５号又は第６号の規定に該当する非開示情報を開示することとなると

きは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否する

ことができる。 

(訂正の請求) 

第２０条 何人も、実施機関が保有する自己情報に誤りがあると認めるときは、当該実施

機関に対して、当該自己情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることがで
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きる。 

２ 第16条第２項の規定は、訂正請求について準用する。 

(削除の請求) 

第２１条 何人も、実施機関が第７条第２項若しくは第８条ただし書の規定によらないで、

又は番号法第20条の規定に違反して自己情報を収集したと認めるときは、当該実施機関

に対して、当該自己情報の削除の請求(情報提供等記録に記録された特定個人情報に係

る請求を除く。以下「削除請求」という。)をすることができる。 

２ 第16条第２項の規定は、削除請求について準用する。 

(平27条例26・一部改正) 

(中止の請求) 

第２２条 何人も、実施機関が第14条第３項若しくは第５項の規定によらないで、若しく

は番号法第19条の規定に違反して自己情報の目的外利用等をしていると認めるとき、又

はするおそれがあると認めるときは、当該実施機関に対して、当該自己情報の目的外利

用等の中止の請求(情報提供等記録に記録された特定個人情報に係る請求を除く。以下

「中止請求」という。)をすることができる。 

２ 第16条第２項の規定は、中止請求について準用する。 

(平27条例26・一部改正) 

(請求手続) 

第２３条 開示請求、訂正請求、削除請求又は中止請求をしようとする者(以下「請求者」

という。)は、実施機関に対して、自己が請求に係る自己情報の本人(代理人による請求

にあっては、当該代理人)であることを明らかにするために必要な書類を提出し、又は

提示して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出するものとする。 

(1) 請求者の氏名及び住所 

(2) 請求に係る自己情報の内容 

(3) 訂正、削除又は中止の内容 

(4) 前３号に掲げるもののほか、府中市規則又は実施機関(市長を除く。)の規則その

他の規程(以下「市規則等」という。)で定める事項 

(平27条例26・一部改正) 

(請求による一時停止) 

第２４条 実施機関は、訂正請求、削除請求又は中止請求があったときは、次条の決定を

するまでの間、当該自己情報の利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、
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一時停止によって実施機関の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りで

ない。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により一時停止をしなかったときは、その事実を速

やかに審議会に報告しなければならない。 

(請求に対する決定等) 

第２５条 実施機関は、第23条に規定する請求があったときは、請求のあった日の翌日か

ら起算して、開示請求の場合にあっては10日以内に、訂正請求、削除請求又は中止請求

の場合にあっては30日以内に、当該請求に対する決定(第19条の規定により拒否するこ

ととする決定及び当該請求に係る自己情報を実施機関が保有していない場合の決定を

含む。以下「開示決定等」という。)をしなければならない。 

２ 実施機関は、開示決定等をしたときは、請求者に対し、その決定の内容を記載した書

面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内に開示決定等をする

ことができないときは、同項の規定にかかわらず、請求のあった日の翌日から起算して

60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、

速やかに延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。 

４ 実施機関は、開示決定等のうち請求を認めない決定(第18条の規定により自己情報の

一部を開示しないこととする決定、第19条の規定により拒否することとする決定及び当

該請求に係る自己情報を実施機関が保有していない場合の決定を含む。)をしたときは、

第２項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、開示しないこ

とと決定した自己情報の開示しない理由がなくなる時期をあらかじめ明示できるとき

は、その時期を明らかにしなければならない。 

(第三者保護に関する手続) 

第２６条 開示請求に係る自己情報に第三者に関する情報が含まれているときは、実施機

関は、開示請求に対する決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求がなさ

れた事実その他市規則等で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えること

ができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情

報の開示に反対の意思表示をした意見書を提出した場合において、開示請求を認める決

定をするときは、開示請求に対する決定の日と開示する日との間に少なくとも14日間を

置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求に対する決定の後直
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ちに当該意見書(第31条及び第32条において「反対意見書」という。)を提出した第三者

に対し、開示請求に対する決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により

通知しなければならない。 

(平27条例30・一部改正) 

(開示等の実施) 

第２７条 実施機関は、第25条の規定により第23条に規定する請求を認める決定をしたと

きは、速やかに当該自己情報について開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をしな

ければならない。 

２ 自己情報の開示は、実施機関が第25条第２項に規定する書面で指定する日時及び場所

において行う。この場合において、請求者は、実施機関に対して、自己がその開示請求

に係る自己情報の本人(代理人による請求にあっては、当該代理人)であることを明らか

にするために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。 

３ 自己情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィ

ルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的媒体に

ついては視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限

る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して市規則等で定める方法により行う。 

４ 実施機関は、前項の視聴又は閲覧の方法による自己情報の開示にあっては、その自己

情報が記録されたものの保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的

な理由があるときは、その自己情報が記録されたものの写しによりこれを行うことがで

きる。 

５ 自己情報の訂正(情報提供等記録に記録された特定個人情報の訂正を除く。)、削除又

は目的外利用等の中止をした場合には、実施機関は、その旨を請求者及び当該個人情報

の外部提供を受けているものに対し、通知しなければならない。 

６ 自己に関する情報提供等記録に記録された特定個人情報の訂正をした場合において、

必要があると認めるときは、実施機関は、その旨を請求者、内閣総理大臣及び番号法第

19条第８号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第９号に規定する条例

事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録

に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、通知するものと

する。 

(平27条例26・平29条例15・令３条例22・一部改正) 

(手数料等) 
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第２８条 前条の規定による個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に係る

手数料は、無料とする。 

２ 前条第３項の規定により自己情報の写しの交付を受ける者は、府中市規則で定めると

ころにより、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。 

第６章 苦情の申出及び審査請求 

(平27条例30・改称) 

(苦情の申出) 

第２９条 何人も、実施機関に対し、自己情報の取扱いについて、苦情を申し出ることが

できる。 

２ 実施機関は、前項の規定による申出があったときは、迅速かつ適切に対応しなければ

ならない。 

(審理手続に関する規定の適用除外) 

第３０条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第９条第１項の規定による同法第２章

第３節に規定する審理手続(同章第１節に規定する手続を含む。)を行う者の指名は、開

示決定等に係る審査請求においては行わないものとする。 

(平27条例30・追加) 

(審査会への諮問) 

第３１条 開示決定等について審査請求があったときは、実施機関は、次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、速やかに府中市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に

諮問をし、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をするものとする。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示す

ることとする場合(当該自己情報の開示について反対意見書が提出されている場合を

除く。) 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をするこ

ととする場合 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の目的外利用等

の中止をすることとする場合 

(平27条例30・旧第30条繰下・一部改正) 

(諮問をした旨の通知) 

第３２条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次
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に掲げるものに対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以

下同じ。) 

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 

(3) 当該審査請求に係る自己情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該

第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 

(平27条例30・旧第31条繰下・一部改正) 

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続) 

第３３条 第26条第２項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につい

て準用する。 

(1) 開示請求に対する決定に係る第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定

を除く。)を変更し、当該審査請求に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である

参加人が当該自己情報の開示に反対の意思表示をしている場合に限る。) 

(平27条例30・旧第32条繰下・一部改正) 

(審査会の調査権限) 

第３４条 審査会(府中市行政不服審査会条例(平成27年12月府中市条例第29号)第６条第

１項の規定により設置する部会に審議させる場合にあっては部会。以下同じ。)は、必

要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る自

己情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、そ

の提示された自己情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んでは

ならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示

決定等に係る自己情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料

を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請

求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に行政不服審査法第29

条第２項に規定する弁明書、同法第30条第１項に規定する反論書若しくは同条第２項に

規定する意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を

陳述させることその他必要な調査をすることができる。 
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５ 審査会は、諮問実施機関から行政不服審査法第29条第２項に規定する弁明書の提出が

あったときはこれを審査請求人及び参加人に、審査請求人から同法第30条第１項に規定

する反論書の提出があったときはこれを諮問実施機関及び参加人に、参加人から同条第

２項に規定する意見書の提出があったときはこれを諮問実施機関及び審査請求人に、そ

れぞれ送付しなければならない。 

(平27条例30・旧第35条繰上・一部改正) 

(意見の陳述等) 

第３５条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭

で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。 

２ 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合は、

審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努

めるものとする。 

(平27条例30・旧第36条繰上・一部改正) 

(提出資料の閲覧等) 

第３６条 審査請求人及び参加人は、審査会に対し第34条第３項若しくは第４項の規定に

より提出された資料若しくは前条第１項の規定により提出された意見書若しくは資料

の閲覧(電磁的媒体に記録された事項にあっては、第27条第３項に規定する方法により

表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し若しくは当該電磁的媒体に記

録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会

は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでな

ければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとする

ときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならな

い。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

３ 審査会は、第１項の規定による閲覧又は交付について、その日時及び場所を指定する

ことができる。 

４ 第１項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、府中市手数料条例(平成

12年３月府中市条例第５号)に定める手数料を納めなければならない。 

(平27条例30・旧第37条繰上・一部改正) 

(審議の非公開) 

第３７条 審査会の行う審議は、公開しない。 
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(平27条例30・旧第38条繰上) 

(答申書の送付等) 

第３８条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参

加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

(平27条例30・追加) 

第７章 府中市情報公開・個人情報保護審議会 

(府中市情報公開・個人情報保護審議会) 

第３９条 府中市情報公開条例(平成12年９月府中市条例第27号)第34条に規定する府中

市情報公開・個人情報保護審議会(以下この条において「審議会」という。)は、第７条

第２項第９号、第８条ただし書、第９条第４項、第14条第３項第６号、第15条第１項第

２号及び第３項並びに第24条第２項に定めるもののほか、実施機関の諮問に応じ、次に

掲げる事項を審議することができる。 

(1) 個人情報の保護に関する重要な事項 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が審議会に諮ることが適当と認める事項 

２ 前項に定めるもののほか、審議会は、個人情報の保護について、実施機関に意見を述

べることができる。 

第８章 事業者等に対する措置 

(事業者への調査、指導等) 

第４０条 市長は、事業者が個人に関する情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認

めるときは、当該事業者に対して、関係資料の提出、質問その他の調査について協力を

求めることができる。 

２ 市長は、事業者が個人に関する情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、当該

事業者に対して当該行為の是正又は中止を指導し、又は勧告することができる。 

(出資等法人の個人に関する情報の保護) 

第４１条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるものは、こ

の条例に基づく市の施策に留意しつつ、個人に関する情報の適切な取扱いを確保するた

め必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(個人に関する情報の保護の普及促進) 

第４２条 市長は、市民及び事業者において個人に関する情報の保護が図られるよう、意

識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。 

第９章 雑則 
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(運用状況の公表) 

第４３条 市長は、毎年１回以上各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、

公表しなければならない。 

(市長の助言等) 

第４４条 市長は、市長以外の実施機関に対して、個人情報の保護について報告を求め、

又は助言することができる。 

(他の法令等との調整) 

第４５条 他の法令等により個人情報の開示(特定個人情報の開示を除く。)、訂正、削除

又は目的外利用等の中止に関する手続が定められている場合においては、当該他の法令

等の定めるところによる。ただし、開示請求については、府中市情報公開条例の規定は、

適用しない。 

(平27条例26・一部改正) 

(国等への要請) 

第４６条 市長は、個人に関する情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、

他の地方公共団体等に対して、個人に関する情報の保護に関し適切な措置を講ずるよう

要請するものとする。 

(委任) 

第４７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則等で定める。 

第１０章 罰則 

(罰則) 

第４８条 実施機関の職員若しくは職員であった者、受託業務に従事している者若しくは

従事していた者又は管理業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由

がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であっ

て、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報について電子計算機を用いて検

索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加

工したものを含む。)を提供したときは、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す

る。 

(平17条例18・一部改正) 

第４９条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報(官報、公報、白書、

新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及

び府中市規則で定める市の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用
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の資料として特別の管理がされているものを除く。)を自己若しくは第三者の不正な利

益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に

処する。 

第５０条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的媒体

に記録されたものを収集したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第５１条 前３条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

第５２条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者

は、５万円以下の過料に処する。 

付 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成15年８月１日(以下「施行日」という。)から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報の収集、管理又は利用をしている事務

の届出については、第９条第１項の規定中「継続して行う個人情報を取り扱う事務を新

たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を」とあるのは、「現に継続

して行っている個人情報を取り扱う事務について、次に掲げる事項を」と読み替えて、

同項の規定を適用する。 

３ この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集、管理、利用等につ

いては、この条例の相当規定により行ったものとみなす。 

(府中市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止) 

４ 府中市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年６月府中市条例

第16号)は、廃止する。 

(府中市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止に伴う経過措置) 

５ 施行日前に、府中市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例第17条第２項

の規定により府中市個人情報保護審査会の委員に委嘱されていた者は、施行日以後は、

この条例第33条第２項の規定により府中市個人情報保護審査会の委員に任命された者

とみなす。 

(府中市情報公開条例の一部改正) 

６ 府中市情報公開条例の一部を次のように改正する。 

第34条第１項中「府中市情報公開審議会」を「府中市情報公開・個人情報保護審議会」
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に改め、同条第２項中「５人以内」を「10人以内」に改め、同条第３項を次のように改

める。 

３ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再

任を妨げない。 

付 則(平成17年９月30日条例第18号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(平成27年９月25日条例第26号) 

この条例中第１条の規定は平成27年10月５日から、第２条の規定は行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第１条

第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

付 則(平成27年12月21日条例第28号抄) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成28年１月１日から施行する。 

付 則(平成27年12月21日条例第30号) 

(施行期日) 

１ この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。 

(府中市情報公開条例及び府中市個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措

置) 

２ この条例の施行の日前に、第２条の規定による改正前の府中市情報公開条例第19条第

１項の規定により府中市情報公開審査会に諮問し、又は第３条の規定による改正前の府

中市個人情報の保護に関する条例第30条の規定により府中市個人情報保護審査会に諮

問した事項のうち、この条例の施行の際に答申が行われていないものについては、府中

市行政不服審査会が調査審議し、答申を行うものとする。 

付 則(平成29年７月６日条例第15号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(令和３年12月22日条例第22号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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